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議 事 日 程 

令和６年９月３日（火）午前９時30分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開会 午前９時30分 

 

○議長（永並 啓君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて50

分とします。 

  吉田正子議員を指名いたします。 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  おはようございます。 

  議長より御指名をいただきましたので、

９月一般質問をさせていただきます。 

  まず最初に給食について。学校給食は、

明治22年、山形鶴岡町の小学校で貧困家庭

の児童を対象に行われたのが始まりとされ

ています。戦時中は一時中断されましたが、

昭和29年に学校給食法が制定され、平成17

年に食育基本法が制定されました。当初は

児童の救済のためでしたが、現在では食育

としての学校教育の一環としての役割に変

わっています。具体的には給食の準備から

後片付けを通して社交性及び協調の精神な

ど、高い教育効果が期待できるということ

です。 

  それでは質問に入ります。最近の穀物を

初め多様な食料や調味料、果物など値上が

りが目立っています。昨年度の給食費に対

して本年度の給食費はどのようになってい

るか、今後のことをお尋ねいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  令和６年度の１学期と令和５年度の１学

期の給食費を比較しますと、１食当たり約

３から４％程度の増加となっております。

令和３年の後半から始まった物価の上昇は、

国際的な原材料価格の上昇や円安による海

外からの輸入コストの増加といったことが

背景にあると考えられます。総務省が公表

しています2024年７月の全国消費者物価指

数によりますと、前年度同月比で2.8％上昇

しています。今後の見通しとしては、エネ

ルギー価格や輸入品の価格動向、国内の需

要と供給のバランスなどが影響を与えると

考えられます。具体的な予測については、

経済状況や政策の変化により変動するため

予測は困難でありますが、物価の動向を注

視し、適切に対応していきたいと考えてい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  それを踏まえて次の質問にいかせていた

だきます。 

  ある自治体での給食では物価高により給

食の量が減り、生徒が満足できないと保護

者からの苦情が多発していると報道されて

います。物価の高騰により保護者の負担が

重くかからないよう給食を提供しなければ

ならないが、そのために質や量が低下する

ことはないのか。また、やむを得ない場合

は品質を下げないためにも町が一部の負担

をする取組があるのかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 
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  物価高騰により給食の提供品を減らす市

町村もありますが、本町におきましては学

校給食摂取基準エネルギー比率をもとに、

月平均90％以上の充足率を維持するように

努めています。 

  物価高騰の対策といたしましては、令和

４年度から給食費の補助を行っております。

中学校については令和５年度から無償化、

小学校についても費用の一部を補助してい

ます。引き続き今後の国の動向や町の財政

負担を考慮しながら検討してまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  再度御質問させていただきますけれども、

９月になりまして1,332、値上げが言われて

おります。そしてまた10月にも3,000品目の

値上げが言われています。それでも大丈夫

なのでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げましたように学校給食設

置基準エネルギー比率をもとに90％以上の

充足率を維持し、なおかつ年間で給食費の

ほうは計算しておりますので、今回の物価

高には対応できるというふうに考えており

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  次の質問に入ります。 

  児童生徒に、食を通して豊能町の産物を

学び郷土愛を育むことを目的として、給食

に地元の食材を可能な限り提供できないか

お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校給食につきましては、これまでも食

育や地産地消の観点から地元産の食材を活

用し実施しているところです。自校給食や

デリバリー給食の食材として、お米は豊能

町産のキヌヒカリ、高山の真菜やその他の

野菜、副菜として納豆も供給しているとこ

ろです。ただし、全ての食材を地元のもの

をというと、食材によっては町内で確保す

ることが難しいものもあります。また、お

米や野菜類も一年中通して供給するほどの

量を生産するのは難しい状況にあるようで

す。今後は関係機関とも安定供給の可否を

協議しながら、できるだけ給食の食材は地

産地消を進めていくように努めてまいりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  これからも地元の産物を少しでも増える

ように、私自身はそれによって郷土愛が生

まれて人口減の一つの歯止めにならないか

と考えまして今回もこの質問させていただ

きました。これからも協力よろしくお願い

いたします。 

  次の質問に入ります。 

  現在、安全・安心のはずの学校給食にお

いて、全国的に異物が混入の事故が相次い

でいます。紙、虫、プラスチックの破片、

金属片と様々です。報道では北九州全体の

１学期だけでも56件発生しており驚いてい

ます。給食への異物購入を防ぐための管理

体制の取組をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  自校式給食の提供におきましては、食材
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の仕入れ、下処理、調理、配送、配膳を通

して安心・安全の徹底が求められ、学校給

食に携わる全ての職員の細部にわたる点検

及び協力連携が必要になります。また、人

為的な過誤や失敗を限りなくゼロに近づけ

るとともに、それぞれの過程で発生した事

故に的確かつ迅速に対応することが必要で

あると考えます。各調理場におきまして、

大量調理をしております給食につきまして

は、特に予期せぬことで異物混入のおそれ

があることから、学校給食における衛生管

理マニュアルに基づき、給食調理に従事す

る者については健康状態、服装、調理器具

の点検などを必ず行い、異物混入対策を講

じることとしています。また食材などの納

入については、調理場に直接納品するので

はなく、調理場と区切られた受入れ場所へ

の納品を義務付け、納品物の受取時には異

物混入のおそれがないかなど、目視による

点検と必要に応じて納品業者に聞き取りを

行い、異物混入防止の徹底に努めるところ

でございます。 

  また、デリバリー給食の提供につきまし

ても、学校給食における衛生管理マニュア

ル及び給食調理業務委託会社の衛生管理マ

ニュアルなどにより、異物混入防止の徹底

に努めているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  学校給食の場でやってられる場合は給食

員の方、いろいろな方が点検して徹底され

ると思うんですけれども、デリバリーのほ

うは業者さんに何か月に１回とか、それか

毎回終わるごとに点検をしているとか、そ

ういう確認はされているのでしょうか。お

尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  当該デリバリー業者とは常に学校の栄養

士であるとか教育委員会の職員が連携をと

って、常に安全な給食を提供するようにし

ております。また当該デリバリー業者は、

食品安全の証明に関する規格でありますＪ

ＦＳＢ－Ｂ規格の適合を受けています。Ｊ

ＦＳ規格とは適正製造規範、製造時によい

かどうかっていうＧＭＰ、安全な食品を作

る基本的な衛生管理の考え方、ハザード制

御、これはＨＡＣＣＰで予想される重要な

危害要因を工程管理により悪影響がないレ

ベルに減少、除去する取組である食品衛生

マネジメントによって食品安全の衛生運営

について継続的にＰＤＣＡマニュアルを回

し、組織として効果的かつ運営する仕組み

でございます。個々の具体的な運営につい

てはマニュアル化されており、その対応は

個々の事例により異なるため、全ての工程

を私どもが把握しているわけではありませ

んが、先ほど申し上げましたように、教育

委員会及び栄養教諭が業者と常に連携し、

安心・安全な対応に心がけているところで

す。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  御説明を聞き安心いたしました。これか

らも子どもたちのために徹底した管理をよ

ろしくお願いします。 

  それでは次の質問にまいります。 

  給食がより充実するためには、残食があ

る場合と人気メニューのアンケート評価を

とり、先生、児童、生徒、保護者の意見を

反映すべきと思うが、その取組をお伺いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校給食法では、児童又は生徒の健康の

増進及び食育の推進を図るために、望まし

い栄養量の基準として児童又は生徒１人１

回当たりの学校給食摂取基準をして、多様

な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が

各栄養素をバランスよく摂取しつつ様々な

食に触れることができるようにすることと

されております。学校給食の食事内容につ

きましては栄養教諭と給食関係者が連携し、

児童又は生徒の健康の増進及び食育の推進

を図るために望ましい栄養量を算出し給食

を提供しているところです。小学校給食に

つきまして残食についてのアンケート調査

は行っていませんが、残食の理由を検討す

るため、献立作成委員会において献立の見

直しなどを行い対応しているところです。

人気メニューについては児童にアンケート

の調査を行い、リクエスト献立の日を設け

るなど、給食の充実を図っているところで

す。中学校給食におきましても残食につい

てのアンケート調査等は行っていませんが、

生徒会役員が主体となって給食調理委託業

者の工場見学へ行き、製造工程や調理の様

子を給食だよりや各クラスで発表すること

で、給食に対する意識の向上を図り、残食

の低減に努めているところです。メニュー

については、生徒が考えた献立を実際に給

食のメニューとして採用する。工場見学の

中で生徒会役員が選んだパンを提供する。

また牛乳やデザートについて複数の中から

好きなものを選択するセレクトメニューな

ど、生徒も参加して給食メニューの充実を

図っているところです。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  私は子どもの心身の成長及び人格の形成

に大きな影響が給食に及ぶと思いますので

これからもよろしくお願いいたします。 

  では２番目の質問、西地区こども園につ

いて。 

  西地区こども園の設置場所、開園日、民

間の募集などのスケジュールは順調に進ん

でいるのかお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  西地区における認定こども園については、

令和４年７月に開催した総合教育会議にお

いて、運営形態は公私連携保幼連携型認定

こども園とし、運営主体は民間法人とする

方針を決定しており、令和９年４月の開園

を目途に作業を進めています。 

  総合教育会議で決定しました豊能町西地

区における認定こども園の設置の考え方に

ついては令和４年の９月議会でお示しいた

しましたが、その中でスケジュールとして、

令和５年度に民間法人を選定し協定締結、

令和６年度から当該法人、保護者、町の三

者による三者協議会を設置というスケジュ

ールでございましたが、現在のところ、そ

のスケジュールは遅れ気味となっています。 

  現状では、令和５年度に複数の運営業者

の意向確認を行いましたが、現在基本方針

及び仕様書の作成に取りかかっているとこ

ろです。スケジュールどおりに進んでいな

い理由といたしましては、運営事業者の意

向について具体的な内容の確認が進んでい

ないこと、民営化に係る仕様書の作成に時

間を要していること及び西地区における公

共再編を踏まえた建設候補地が定まってい

ないことなどによるものでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 
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  御説明を受けましたが、それでは令和９

年４月の開園日に本当に間に合うのでしょ

うか。まずは場所を決めないと民間の方が

手を挙げるということは難しいと思うんで

すけども、せめて場所は、本当に決まって

いるんでしょうか、まだなんでしょうか。

そこをお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、西地区の民間認定こども園の場所

につきましては、今ここにするっていうふ

うに町として方針が決まっているわけでは

ございません。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  では、もう一度質問させていただきます。

場所が決まっていなかったら民間は手を挙

げられません。場所が決まってこそ民間が

対応できると思うので、本当に令和９年４

月、間に合うんでしょうか。もう一度再度

お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げましたとおり、現状では

当初計画どおりに進んでいない状況ではご

ざいましたが、引き続き令和９年４月の開

園に向けて努めてまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  令和９年４月開園を私が望むのは、今、

共働きの方が多いです。お母さんが大体送

り迎えしていらっしゃいますので、そうい

うこともあって、やっぱり保育園っていう

のは大切なこと、認定こども園西地区につ

くることは大切なことだと思います。それ

が空き家対策の一部にもなりかねないので、

私はこれからもまた一般質問をさせていっ

ていただきますのでよろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、保育士について。 

  人口減少地域においては、児童の数や保

育士を含む子育て支援の担い手は少なくな

ってきており、人材確保の支援も引き続き

重要であります。全国的に保育士が人手不

足による現在、本町では十分な確保できて

いるのか及び退職した場合児童への影響が

大きいため、すぐに補える体制は整ってい

るのかお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  保育士につきましては、現在全国的に保

育士不足の状況が続いております。本町に

おきましても現在一部の保育園で確保がで

きていない状況でございます。 

  年度途中に急な保育士の退職の対応につ

きましては、正職員を配置することは困難

であるため、現在在籍しております職員の

シフト調整などで対応しております。併せ

て、欠員補充のための会計年度任用職員若

しくは派遣業務も活用して職員を募集する

ことになりますが、すぐに配置できない状

況も発生するのではないかと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  私がこの質問したのは、おめでたになっ

て、祝い事なのに産休に入らなければいけ

ない。そしたらためらう方もいらっしゃっ

て、本当に心から喜べないということもお

聞きしておりますので、それでそういうと



 

 2－8 

きに本当に町の発信としてホームページで

なくていろいろなところに発信されている

のかお聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。 

  それでは保育士の確保についてでござい

ますが、発信といたしましてはホームペー

ジは当然のごとくしておりますが、後にハ

ローワーク、あるいは求人サイト、長期的

なものは広報も募集をしております。先ほ

どこども未来部長が答弁いたしたと思いま

すが、年度途中の正職の保育士は非常に確

保は困難でございます。年度途中の離職者

あるいは先ほども申しました、例えば産休

のお休みされる方いらっしゃいましたら会

計年度任用職員あるいは派遣職員など多様

な任用形態により、離職者あるいは現場を

離れる者が発生しても現担当課と協議を図

り、迅速に対応できるように努めていきた

いと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  わかりました。もうちょっと聞きたいと

ころですけどこれぐらいにして次にいかせ

ていただきます。 

  幼・保育園の現場での安全管理は徹底さ

れているのかお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  保育現場におきまして、公務災害に関す

る過去の調査によりますと、保育士の公務

災害を事故形態別に見た場合、最も多いの

は転倒いわゆる転ぶことであります。公務

災害のうち全体の３割を占めています。こ

れに動作の反動、無理な動作、激突されが

続き、この４形態で全体のほぼ７割となり

ます。これら４形態の災害で特徴的なのは

児童の行動との関連であり、児童の予測で

きない行動に対し対策を立てるのは難しい

面があります。児童の行動についてはそれ

ぞれの児童により異なりますので、職員間

での情報共有を図り、事前の事故防止に努

めているところです。また、施設環境の不

備に起因する保育士の事故防止の観点にお

きましては児童の安全管理と共通すること

から、各所園では職員間で危険箇所の情報

共有と環境改善を実施し、安全管理の徹底

に努めています。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  避難訓練のマニュアルとか避難経路のそ

ういうのはもう作られているのでしょうか。

そこら辺をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  各所園におきましては、毎年、安全指導

年間計画を策定し、児童が参加する毎月の

避難訓練、防犯訓練、交通安全指導などを

定期的かつ計画的に実施しているところで

ございます。 

  また防災マニュアルや救急体制マニュア

ルなど各種の危機管理マニュアルを作成し、

日常の安全点検や緊急時の対応を含め全職

員で共有し、かつ実践しているところです。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  南海トラフとかいろいろ言われてますの

で、これからも避難の場所よろしく、訓練
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もよろしくお願いいたします。 

  それでは次の質問にいきます。 

  幼・保育園の人材不足から、業務の効率

を向上するために、国はデジタル化を推進

していますが、本町の幼・保育園のデジタ

ル化の現状をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  幼稚園や保育所における業務効率化のた

め、全国的に業務支援システムの導入が進

んでいることについては承知しております。

業務支援システムを導入することによりま

して、園児の出欠の把握であるとか保護者

との連絡、保育料の計算、職員の勤務調整

など様々な業務を効率的に行うことができ

るものもあるというふうに考えています。

本町におきましても、業務支援システムに

関する情報収集については努めております

が、本町の財政規模あるいは職員数、園児

数などと業務システムに係る導入経費や維

持管理費を検討した場合、費用対効果を考

慮すると現在のところ導入には至っていな

い状況でございます。今後、業務支援シス

テムの導入に当たりましては、各社様々な

システムの比較を十分に行うとともに、保

育現場の状況であるとか費用対効果あるい

は西地区の認定こども園の民営化の状況も

踏まえつつ慎重に判断する必要があるとい

うふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  デジタル化によって幼・保育園の保母さ

ん、教諭の働き方の改革にもなりますので、

これからも少しでもデジタル化が進みます

ようによろしくお願いいたします。 

  では、次の質問に入ります。 

  新型コロナ及び手足口病、熱中症の同時

発症について。昨年５月に新型コロナウイ

ルスが５類に移行し様々な規制が緩和され

ました。しかしその後、新型コロナウイル

スＫＰ．３が全国的に増え続けており、そ

して悪いことには熱中症、手足口病、歩く

肺炎と言われているマイコプラズマが同時

に流行しております。中には熱中症、新型

コロナウイルスＫＰ．３、手足口病と３種

類同時に発症されている人もいるとされて

います。医療専門家からの見解では、先に

熱中症にかかると免疫力が下がり、自律神

経が乱れ、その結果感染しやくすなるとい

うことです。 

  質問に入ります。全国的に新型コロナウ

イルスＫＰ．３の患者は非常に増えており、

大阪府では７月度は１医療機関当たりの平

均患者は9.5で、本町は現在１医療機関当た

りの患者は把握されているのでしょうか。

お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 

  それではお答えさせていただきます。 

  先ほど議員のほうからもございました、

昨年の令和５年５月の８日、新型コロナウ

イルス感染症がいわゆる２類相当から５類

感染症に変更されましたが、それに伴いま

して患者数などを把握する方法も変更され

まして、現在は定点として指定された医療

機関において診断された患者数の集計が公

表されてございます。これは市町村ごとの

集計とはなっていないため、本町の患者数

は把握できておりませんが、大阪府の感染

症情報センターが毎週公表してございます

地区別のデータによりますと、直近の推移

といたしまして、豊能町を含む豊能地区の
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患者数は１医療機関当たり5.32人、これは

時期として８月の19日から25日、この前の

週より0.49人減ということでございまして、

また大阪府全体につきましては5.29人、こ

れも同時期でこれはプラス0.71人となって

ございます。 

  お話のございました７月の２週目につき

ましては特に患者数が急増した時期で、そ

の翌週以降さらにまた増加いたしまして、

ピーク時の７月の４週目につきましては

14.66人となりまして、その後は減少してご

ざいます。なお豊能地区におきましてもピ

ークは同時期でございまして12.73人でござ

いました。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  わかりました。集計の御説明ありがとう

ございます。 

  新型コロナＫＰ．３は熱なしコロナとも

言われ、感染しても人が気付かなく、熱中

症、手足口病ともあいまって大流行する可

能性を医療専門家は警鐘しています。本町

はパンデミックを想定して対策を早めるべ

きに考えるが、その取組をお伺いいたしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  新型コロナウイルス感染症の流行は昨年

も同時期にピークがございまして、その傾

向は、先ほどにもございましたとおり、全

国的にも大阪府内においても、また豊能地

区におきましても同様の傾向がございまし

た。その経験を踏まえ、ある程度流行の見

込みを立てていただいていた医療機関もあ

るとお伺いしておりますが、やはり患者が

集中して医療機関の負担になっていたと思

われます。 

  今後、議員御指摘のような複数の感染症

の流行や熱中症患者の増加が同時に発生し

た場合につきましては、相当な医療現場の

逼迫が予想されます。まずは地域の医療機

関及び医師会、保健所等と情報共有を行い

現状把握に努めること、その上で可能な限

り医療体制を整えることが重要と考えてご

ざいます。 

  今後の新型インフルエンザ等の対策とい

たしまして、国におきましては新興感染症

等にも対応するべく、「新型インフルエン

ザ等対策政府行動計画」がこの７月２日に

改定されまして、大阪府におきましても

「大阪府新型インフルエンザ等対策行動計

画」の改定が現在進められてございます。

私ども本町といたしましても平成26年策定

の「豊能町新型インフルエンザ等対策行動

計画」をこれらの改定に合わせまして今後

見直しを行う予定をしてございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  冬になりますとウイルスが余計に出てく

ると思いますので、これからも注意よろし

くお願いいたします。 

  ５類になったコロナＫＰ．３の薬は高く、

住民の中には買うことを諦めている方もい

らっしゃいます。本町では何か支援の方法

はないのでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  新型コロナウイルス感染症に罹患した場
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合の対応につきましては、現在、その多く

が通院による在宅療養となっており、医師

による症状を改善する対症療法や処方によ

る投薬治療などが行ってございます。国に

よる治療薬等に係る公費負担につきまして

は令和６年３月31日をもって終了しました

が、新型コロナウイルス感染症が５類に移

行されてからは保険適用とされており、患

者ごとに自己負担額に応じて窓口負担が行

われてございます。 

  議員御指摘のとおり、国によりお薬の価

格が定められており、この治療薬は非常に

高額でありますが、保険適用に応じて医療

費の７割から９割が保険により賄われ、ま

た、高額療養費の自己負担上限額も適用さ

れますので、お尋ねの助成金等の支援につ

きましては現在のところ考えてございませ

ん。 

  高額な医薬品への対応につきましては国

におきましても適宜検討が行われてござい

ますが、医療現場におきましては患者の自

己負担の問題とは別に、生産性等の難しさ

についても課題があるようです。 

  今後、普及が進み薬価が下がってくれば、

より効果的に活用していただけるようにと

我々としても期待するところでございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  対応をお聞かせいただきましたが、豊能

町は高齢化率がとても高いところでござい

ます。そして私がかかっている主治医にも

聞きますと３万円近いと言われて、年金生

活は国民年金だったら６万4,000円ぐらいな

ので、やっぱりちょっと大変なので、何か

また、国のほうに言わないといけないこと

なのかもしれませんけれども、町としても

何かありましたらよろしくお願いいたした

いというところでございます。 

  それでは、コロナと同じように、手足口

病とか、以前と同じように基本的に同じ対

策でありますが、こまめに手の消毒、石け

んによる手洗い、人混みでのマスクの装着

が必要と思われます。そういうこともまた

広報誌とか何かで発信していただければあ

りがたいことだと思います。 

  それでは最後の一般質問させていただき

ます。 

  高齢者免許返納の移動について。最近は

高齢者の交通事故の件数が多いことから、

運転免許の返納する方が増えております。

しかし、運転免許の返納に踏み切れなくち

ゅうちょされている方も多くいます。その

理由としては、運転免許を返納すると買物

や通院ができず生活が困難になります。タ

クシーをできるほど年金生活に余裕がなく、

バス停まで行くことが困難さとされている

高齢者もおられます。 

  それでは本町の交通の在り方についてお

伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町では今年の３月に令和６年度から令

和10年度までの期間とする「地域公共交通

計画」を策定いたしました。本町の交通の

在り方といたしましては、この計画の基本

方針の一つに、幹線・支線ネットワークで

いつでもどこでも移動したくなる地域公共

交通を掲げております。この基本方針の考

えとして地域公共交通のベストミックスに

より、町内外を結ぶ幹線と町内を循環する

支線の役割分担を明確にすることで、利便

性の高い地域公共交通ネットワークを構築

するとこのように計画に掲げております。
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この基本方針に沿って取組をしていきたい

と考えております。 

  もう少し具体的に申しますと、町内外を

結ぶ広域幹線は交通事業者にその維持確保

に努めていただき、町内を循環し広域幹線

につなぐ支線については行政においてデマ

ンドタクシー、あるいはオンデマンドバス

などで支線の確保に努め、そして地域住民

の方々には積極的な地域公共交通の利用を

していただくなど、緊密な連携と役割分担

のもとで豊能町の地域公共交通の維持確保

改善を目指していきたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  ある自治体では、赤字になっても免許返

納者を増やす手段として、オンデマンドシ

ステム運行を実施する取組があると聞いて

います。本町もオンデマンド交通手段を残

し、継続すべきと考えますが、今後の取組

をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  オンデマンドバスの運行につきましては

現在、今年度の運行を検討しております。

これはオンデマンドを過去２回、実証運行

の実施内容を踏まえ、今後の持続的な地域

全体の公共交通の維持確保のために交通事

業者との緊密な連携はもとより、何よりも

住民の皆様に地域公共交通の利用促進を、

まずは積極的な利用の広報など、意識醸成

の取組を含めて進めていきたいと考えてお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  進めていきたいとお伺いしたしました。

検討するということもお聞きいたしました。

でも、豊能町は高齢者がいっぱいでござい

ます。そして豊能町、みどり輝く町、そし

て安心して住める町としてオンデマンド交

通、どういうふうにお考えなのでしょうか、

町長。権限は町長にありますので、これか

らの交通のことをちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦登町長。 

○町長（上浦 登君） 

  皆さんおはようございます。 

  先ほど部長が答えましたように交通とい

うのは非常に大事なところだと思ってござ

います。移動の確保というのをどうしてい

くかっていうのは豊能町の町の大きな課題

の一つということは認識してございます。

先ほど細かいところは部長が申しましたよ

うに、オンデマンドについて２回の実証実

験をさせていただきましたけど、その上で

どのように運行させていくのかというのを

もう一度、今年度させていただいて、その

上でその幹線と支線をどのようにベストに

複合させて合わせていくのかというような

取組が必要ではないかと私も感じておりま

すので、引き続きその取組は進めてまいり

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  御返答ありがとうございます。物すごく

町長の英断を楽しみにしておりますので、

これで私の一般質問を終わらさせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、吉田正子議員の一般質問を終わ
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ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。 

  再開は10時25分といたします。 

（午前10時16分 休憩） 

（午前10時25分 再開） 

○副議長（中川敦司君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  それでは、議長より御指名をいただきま

したので、これより一般質問を始めます。

まず通告と前後しますが、まず初めにスク

ールバスの運行について質問いたします。 

  現在、全国的にも少子高齢化、少子化と

過疎化の進展によりまして、学校の統廃合

がこれは非常に全国的にも進んでいるんで

すけれども、その中で通学区域が非常に拡

大してくるということで、スクールバスを

運行している市町村が多くなってきており

ます。特に今年の夏は連日の40度に近い猛

暑によりまして熱中症対策を呼びかけるニ

ュースを頻繁に目にしました。熱中症は症

状が深刻なときは命に関わることがありま

す。総務省の消防庁の熱中症による救急搬

送された人は８月12日から８月18日までの

１週間で7,104人となっております。先日支

援学級の保護者の皆さんより、今年の夏の

40度に近い猛暑の中、長時間の通学時間の

途中で熱中症で倒れる心配やまた特に西地

区の住宅街は非常に広範囲なので、迷子に

なるおそれがあるため、スクールバスの運

行について強く要望を受けました。子ども

たちの命に関わることなので、今後スクー

ルバスを運行する必要があると考えます。

このような通学時の課題について今後どの

ように取り組んでいくのか伺います。 

○副議長（中川敦司君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  義務教育諸学校の施設費の国庫負担等に

関する法律施行令におきましては、通学距

離が小学校にあってはおおむね４キロメー

トル以内、中学校にあってはおおむね６キ

ロメートル以内であることとされています。

西地区の義務教育学校に通学する児童生徒

につきましてはこの範囲内からの通学であ

り、通学バスの整備など、町の費用負担は

財政的な面から現状では難しいのではない

かと考えています。 

  通学距離などの児童生徒等への影響では、

小学校５年生の通学と心身の負担に関する

調査によりますと、徒歩の場合４キロメー

トルまでは特に顕著な問題は見られないと

されています。しかし、先ほど議員おっし

ゃられました猛暑であるとか地理的な事情、

気候等によりもっと長い距離でも負担にな

らなかったり、逆に短い距離でも負担にな

ったりというふうに負担は変わってきます。

また、小学校の低学年の児童と高学年の児

童の体力の違いなども考慮に入れる必要が

あります。現在、吉川中学校の生徒が光風

台小学校に通学することに伴い、通学距離

が遠くなった生徒につきましては、一部公

共交通機関の利用を認めております。児童

生徒が安心・安全に登校できるよう、今後

支援学級在籍児童生徒等の対応につきまし

ては、個々の事情により対応することが大

切であるかと思いますが、公共機関の利用

等について考えていきたいと思います。 

○副議長（中川敦司君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  小学校が４キロ以内で中学校が６キロ以

内で徒歩圏内であるということなんですけ

れども、遠くなった子どもたちは一部公共

交通機関を認めているということで現在対
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応しているということですけれども、公共

交通機関におきましてもやはり保護者の皆

さんからお伺いするのは、突然の交通費の

負担になるっていうことにちょっと驚かれ

てるっていうお話も伺いましたし、それと

支援学級の子どもたちがバス停まで、ちゃ

んとバスに乗ったのかどうかというところ

の非常に日々不安に感じているということ

で、スクールバスを強く要望されていると

いうことで今質問してるんですけれども、

先ほどスクールバスの財政面のお話もあり

ましたが、本町は現在、過疎地域に指定さ

れております。過疎地域におけるスクール

バスの購入費を補助する制度として文部科

学省の僻地児童生徒援助費等補助金があり

ます。この補助金は過疎地域のスクールバ

スについて市町村が車両を購入した場合、

車両費用を文部科学省の一部補助、また総

務省においてはスクールバスの運行費につ

いて、その運行費を含む普通交付税の割合

として補助されます。現実的にスクールバ

スを走らせるとなるとまた駐車場の課題も

あると思うんですが、今後これまでにない

40度に近い猛暑の熱中症であるとか地理的

な状況ということについて、やはり通学時

の迷子の心配もありますけれども、このよ

うな子どもたちの通学時の安心・安全をし

っかりと守っていくということは非常に重

要なことでありますので、何らかの方法を

今後引き続き検討してスクールバスの運行

については前向きにちょっと検討して取組

を進めてほしいとは思ってますのでよろし

くお願いいたします。 

  それでは次の質問に移ります。 

  次に本町の観光資源について質問します。 

  本町は非常に川や山などの自然が豊かな

町であります。これは他の自治体にはない

豊かな自然と都会に近い環境が本町の特色

でありますし、これは非常にすばらしいと

思っております。本町の今後の交流人口の

増加や賑わいのあるまちづくりに向けて、

現在ある本町の緑豊かな自然が観光資源に

なると考えます。先日の鮎のつかみ取り体

験には西地区、東地区から200人ほどの多く

の人たちから応募があり、抽選で100人の人

が参加されてとても賑わっておりました。

私もちょっと見に行ったんですけど非常に

キャンプとかされたりとかして、本当に楽

しそうに過ごしている御家族がたくさんい

らっしゃったんですけども、今後の余野川

の活性化について伺います。 

○副議長（中川敦司君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず議員御質問の、余野川・木代川合流

付近では大阪府のほうで親水公園として河

川整備のほうが行われておりまして、平成

22年の５月に大阪府のアドプトリバープロ

グラムの認定を受けておりまして、これま

で余野自治会を初めとしました団体様によ

りまして美化活動が継続的に行われておる

というところです。また、この当地区にお

きましてはより川に親しんでいただくため

に、議員のほうもありましたとおり、鮎の

つかみ取り体験を恒例行事として行ってお

るということで、今年度におきましても４

月21日に鮎のつかみ取り体験を開催してお

りまして、議員のほうからもお話がありま

したが、実際の数字としては47組185名の申

込みがありました。抽選で東能勢漁業とも

協議を行いまして、若干ですが参加枠を広

げまして34組129名の方に来ていただいたと

いうところです。 

  今年の10月からはこの余野川の隣接地に

おきまして企業誘致の造成工事が開始され

るということで現在進めております。それ
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に付随しまして緑地公園も整備していくと

いうことで考えております。本町としまし

ては、この緑地帯、緑地公園等、河川の親

水広場と一体として駐車場を整備する方向

で進めておりまして、当該地区一帯が賑わ

いが生まれる地域になればということで取

り組んでいきたいと考えております。 

○副議長（中川敦司君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今、部長の答弁ありましたように、これ

から余野地区の企業誘致の造成もあり、そ

の企業誘致の造成後は緑地公園の整備をし

て、そして駐車場も含めて余野川一帯を地

域活性化の拠点にしていきたいということ

で今伺いました。特に私も今思ったんです

けれども、駐車場の整備っていうのが、私

もちょっと最近余野住民の方から、非常に

423号線沿いでサイクリングもそうですけど、

たくさん人が来られます。しかしタイムズ

がありませんかとか、駐車場、大阪市内か

ら車で来てるんですけど停める駐車場がな

いということで、停めるとこがないからそ

のまま帰っていかれるのか、非常に困って

る方が、町外から来られる方が来たけど停

めるとこがないということで、非常にこの

余野近辺の、鮎のつかみ取りにしても川の

賑わいの場所をつくるに当たっても駐車場

っていうものがやはり確保していかないと、

せっかく本町の自然の中でキャンプや川遊

びしたい方来られても、停める駐車場がな

くてそのまま帰っていかれるというような

ことであれば非常にもったいないと思いま

すので、駐車場の確保についても今後いろ

いろな方法あると思いますので検討してほ

しいと思います。 

  あと先日、川遊びにつきましては熊本県

の天草市のとどろきの滝周辺での川遊びし

た方が体調不良を訴えているということで、

これは熊本県がノロウイルスが原因の可能

性が高いということで調査結果が出てます

ので、本町も今後川遊びの際は川の衛生面

にもくれぐれも十分注意して実施してほし

いと思います。 

  次に余野川の鮎のつかみ取り体験や箕面

市のとどろみふれあい広場のマス釣り、ま

たバーベキューなどは、たくさんの人でに

ぎわっています。本町の初谷川は大阪緑の

百選に選ばれており、観光資源として初谷

川の活性化について今後どのように取り組

んでいくのか伺います。 

○副議長（中川敦司君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず初谷川周辺のこれまでの経緯等につ

いても含めまして御説明いたします。 

  2020年、令和２年頃からコロナ禍におき

ましてアウトドア志向の方が急増したとい

うことで、その際、初谷川を訪れた方がＳ

ＮＳを通じましてバーベキューができる場

所があるなどとして紹介し、レジャーの客

が殺到し、その結果周辺地域に迷惑駐車が

横行し近隣住民からの多大なクレームが入

ってたというような事態がありました。こ

れを受けまして、その当該年度、それから

令和３年度におきましても地元の自治会さ

んと協議を持ちまして、最終的には車止め、

バリカーを設置しまして、その初谷川上流

部方面への車両の進入は禁止をしたという

ところでございます。またさらに道路上に

迷惑駐車の注意看板も設置しまして、あと

カラーコーンの増設後、あと今年度におき

ましても４月からゴールデンウィークのと

きから９月末までかけまして、それの土日

祝日につきましては交通誘導員の配置、あ

と周辺見回りの実施、あと観光協会などに
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も依頼しまして公共交通機関への利用促進

を図ってきたというところです。議員も御

承知のとおり、先ほどもありましたとおり、

初谷川付近は大阪緑の百選に選定されてい

るということで、その初谷川付近を観光等

で活用することについては個人的にはよい

ことだと思うんですが、今現在、地元の自

治会さんの意見が肯定派と否定派と大きく

二つに完全に二分されているというところ

です。 

  あともう一つ懸念、課題がありまして、

初谷川上流部は法定外の水路敷きとなって

おりまして、公共の土地については水が流

れている流水面だけというところで、以前

初谷川入口に「トーテムポール」というも

のがありまして、そのより奥はほとんどが

民地ということで、大がかりな整備につい

ては地権者の同意、あと地元の意思統一な

ど慎重な議論が必要になるかなということ

で考えております。ですので現在のところ

は自然環境をそのまま活かして自然を壊さ

ず自然と楽しんでいただくということを目

的としたハイキングの活用が最適ではない

かということで考えております。 

  以上です。 

○副議長（中川敦司君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  現在のそのハイキングの取組もすばらし

いと思うんですね。自然環境を活かしてハ

イキングの取組をしているということでそ

れはすばらしいと思います。また初谷川自

体が大阪緑の百選に選ばれているというこ

とをおそらくあまり知られてないのではな

いかというふうにも思って、この川の美し

さとか自然環境について、ハイキングもそ

うですけれども今後ＳＮＳなどでも町とし

てもしっかり発信していってほしいと思い

ます。もちろん様々な活用につきましては

地権者の方の御同意とか、次の地元自治会

の皆様との協議も必要になってくると思い

ますので、現在は自然環境のままハイキン

グをされているということで、それはすば

らしいと思います。また今後についてまた

いろいろな広がりが出てきたらいいなと思

ってちょっと質問させていただきましたの

でよろしくお願いいたします。 

  それでは次に、先日コスモスの里の地権

者の御家族と今後のコスモスの里の活性化

についてお話を伺いました。シーズン時は

とても多くの人たちが町外から来られます

が、入り口からの道路が狭く車が１台しか

走れないため、歩行者や子どもたちが車と

衝突する危険な状況になっており、近隣の

オートキャンプ場の人も困っていると伺い

ました。町として道路の安全対策について

どのように取り組むのか伺います。 

○副議長（中川敦司君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず町道についてなんですが、歩道があ

る幹線道路以外の一般的な歩道のない道路

については生活道路と呼んでおりまして、

こちらについては歩行者と自転車とか、あ

と車等の車両との共存道路というような位

置づけとなります。 

  議員御指摘のこの周辺の道路は町道ｻｶｲﾉ

線、町道牧野間口線と呼ばれている町道で

して、こちらについては先ほどお話した地

域住民が基本的には利用する生活道路とい

うことで、歩行者と車両との共存道路とい

うような形で整備された道路ということで

す。コロナ明け以降道路管理しているこち

ら側としましては９月から10月のこの繁忙

期における交通に関する事故とか苦情等で

すけども、そういったものは今のところは

入っていないという状況です。 
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  本町のこの交通安全対策についての御質

問ですが、昨年の令和４年に水路沿いの路

肩に転落防止措置としてポストコーンと呼

ばれる赤と白の塩ビ製のやつと、あとチェ

ーンを組み合わせて設置しておるというと

ころです。またキャンプ場周辺の道路では、

これは本町ではなくて事業者のほうからの

申請ですけども、車が利用できるようにそ

ういうスペースを設置するというか、施工

承認の申請も出てきておりまして、それも

承認して昨年度行っておるというところで

す。今後も利用者数を観察しつつ、この９

月から10月の繁忙期の状況に応じまして、

関係者、観光事業者とか豊能警察署と協議

を行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（中川敦司君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今後、関係機関と協議をされていくとい

うことでぜひ協議してほしいと思います。

やはり私もコスモスの里はちょっと行った

ことあるんですが、お話を伺うと、もうす

ごいびっくりするほどの人数の方が一日に

来られてると。そのときは地域の方が道路

に立って安全の見守りをされているという

ふうに伺いましたが、ちょっとそれもなか

なか限界が出てきているようなことで、何

か事故があったときに、せっかくたくさん

町外から人が来られているのに何か事故が

起こってしまったら、もうコスモスの里の

やはりイメージもよくなくなってくると思

いますし、さらに今後来られる方が増えて

くるかもしれないということも予測した上

で、今後道路の安全対策について協議をし

て、皆さんが安心して車で来られるような

形に進めていってほしいと思います。 

  それでは次に、先日、高山の棚田の保全

についてなんですけども、高山の棚田の保

全について、大阪府の職員が勉強も兼ねて

視察に来られたというふうに伺っておりま

す。現在、棚田につきましては、例えば群

馬県では棚田地域振興計画を策定しており

ますし、この貴重な財産である棚田を保全

し、様々な制度や美しい棚田の景観を利用

した観光の促進に取り組んでおります。棚

田を観光や都市と農村の交流人口の増加を

含めて棚田地域の振興を図ることをこの群

馬県でも目標としております。地域の魅力

を発信し、それが関係人口の創出や拡大に

つながっていくと思います。また、棚田地

域におきましては、教育活動の一環として

児童や生徒の自然体験の学習イベントが多

く開催されております。高山の棚田保全に

ついて、鳥獣による食害で耕作意欲がなく

なり農家離れによる耕作放棄地が増えてい

ます。耕作放棄地の開拓や獣害フェンスな

ど観光資源による棚田保全について今後ど

のように取り組んでいくのか伺います。 

○副議長（中川敦司君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず棚田の遊休農地化の原因、一般的な

内容なんですが、議員御指摘のとおり獣害

被害によるものもございますが、それ以外

に現状、棚田ということで耕作条件が厳し

い農地であるということ、さらには全国的

なお話なんですが農業従事者の高齢化、後

継者不足、そういったものによりまして遊

休農地等が進んでいくものということで認

識しております。現在、高山地区の棚田

（スゴ・コカベ）でいいますと全体面積は

約4.8ヘクタールとなっておりまして、現在

このうちの保全活動として２団体が活動し

ておりまして、その耕作面積は約1.1ヘクタ

ールということでなっております。あと近
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年ではそれ以外の農地についても区域内の

農家レストランがワイン醸造のため、その

棚田の約３分の１近くの面積をブドウ栽培

を始めたというところで、棚田のみのその

正確な数字は算出はしておらないんですが、

現在も農地パトロール、今年ももう今回っ

ているところですが、昨年のデータを見ま

すと、その高山の棚田では令和２年当時と

比べると約１ヘクタールの農地が、遊休農

地から営農が再開され解消されている状況

であるということでなっております。 

  議員御質問の獣害対策のほうですが、本

町ではシカあとイノシシの駆除活動を実施

しておりまして、それ以外でも獣害防止柵

の設置補助、これは本町のものそれからそ

れ以外のやつでも集落全体で取り組むよう

な獣害防止柵の設置事業もありますし、あ

とはアライグマ等の小動物捕獲檻の貸出し

等も行っておるというような、そういった

状況でございます。 

  以上です。 

○副議長（中川敦司君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今現在、高山の遊休農地も１ヘクタール

ほどは解消されて獣害対策もいろいろ防止

策も含めて補助を行っているということで

伺いました。 

  先ほど申しました群馬県では棚田地域振

興計画を策定しております。先日大阪府か

らも職員の方が勉強のために視察に来られ

てたということで私も後ほど伺ったんです

けども、高山の棚田の保全につきましては

非常にこの棚田自体が観光資源になります

し、美しい里山のこの棚田の景観を観光資

源としてＰＲするイベントの開催など、す

ごくいろいろな形でこの棚田の保全に取り

組むことで地域振興につながっていくと思

います。ですのでこれは群馬県のように大

阪府とも連携してこの棚田の保全について

はしっかりと観光資源として様々な形で交

流人口の増加につながると思いますので、

地域の特色ですし、他の自治体の取組も参

考にして、今後この農村の美しい原風景の

伝統や歴史の継承などに取り組んでいって

ほしいと思います。 

  それでは次の質問に移ります。 

  次に空き家対策について質問します。 

  これも全国的にも少子高齢化社会が進ん

でおりまして、非常に全国的にも空き家は

増えてくると予測されております。本町に

おきましては大阪府下でもトップレベルの

高齢化率で人口の約半分が65歳以上の高齢

者ということで、また持家率が98％ですの

でほとんどが持家率の町になっているとい

うことで、今後空き家が増加してくること

が予測されると思います。空き家がもたら

す被害としては、老朽化した空き家の倒壊

や、最近頻繁に起こっておりますけれども、

地震とか先日の台風で老朽化した空き家は

倒壊しやすいということと、冬場は雪の重

みによる倒壊の危険性、また燃えやすいご

みや雨漏り、そしてやぶ蚊の大量発生など、

そしてその空き家に不審者による放火の可

能性もあり、景観の悪化や地域のイメージ

が著しく損なわれ、治安の悪化などの危険

性が懸念されます。空き家問題は右肩下が

りのこの人口構造の変化に伴い、これから

先も発生数の増加と状況の深刻さをより深

めていくことが予想されます。本町は持家

率が98％で、今後空き家が増えていくこと

が予測されますが、どのように取り組んで

いくのか伺います。 

○副議長（中川敦司君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 
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  本町のほうでは、豊能町住宅建替促進事

業、昨年度から行っておりまして、管理不

全空き家等の発生を防止し、住民の皆様の

安全・安心な住環境を維持していくこと、

あと空き家を除去するということで、土地

の流通促進を図りまして町外からの移入者

の増加を目指すという目的で既存の空き家

の除去に対する費用の一部の補助を行って

おります。また空き家を除去するというこ

とで住宅用特例のその適用がなくなりまし

て土地の固定資産が減額されなくなるとい

うこともありますので、この補助金の交付

を受けた場合は除去したその土地に対して

最大３年間固定資産を減免していくという

ことも併せて行っております。実績なんで

すが、この住宅建替促進事業によりまして

昨年度は予算５件とっておりますがそのう

ち４件出てきました。全てときわ台４件で

あったということですが、うち２件は建て

替えでしたが２件はそのまま空き家が除去

してなくなったということです。今年度に

つきましてももう既に４件ほど出てきてお

りまして、新光風台１件、東ときわ台１件、

光風台２件というような状況でございます。 

  以上です。 

○副議長（中川敦司君） 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  私のほうからはその空き家をなくすとい

うか移住定住に結び付けていく取組につい

てお答えいたします。 

  本町では空き家対策として「住まいの相

談窓口」を設置しております。住まなくな

った家の売却、賃貸、空き家の管理などの

相談を行い、空き家の掘り起こしをし、移

住定住につなげていく取組を行っておりま

す。また昨年度から行っております家財道

具等処分補助金や今年９月から実施してお

ります空き家リフォーム支援事業あるいは

移住就職応援事業などの補助制度を設けて

おりますので、空き家を移住定住につなげ

ていくような対策を継続的に行っていきた

いと、このように考えております。 

○副議長（中川敦司君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  本町は持家率が98％ですので、本当にこ

の空き家の対策っていうことが非常に大事

になってくると思います。実際に家財道具

の除去に対する補助などを行ったことで、

各地域で空き家の対策が進んできていると

いうことの御答弁を伺いましたので、やは

りそういった取組を進んでやっていくこと

でその空き家対策が一つ一つ解消されてい

くと思いますので、移住定住促進に向けて

引き続き取組は進めてほしいと思います。 

  私も以前から希望ケ丘でも、隣の家の空

き地の草や木がどんどん伸びて放火や不審

者による治安の悪化などの心配の声も伺っ

ております。このような周囲の人に危険を

及ぼす空き家や空き地というものは、これ

は非常に周りの人は放火がいつ起こるのか

どうかということで、不審者の心配もされ

てるんですけども、この空き家や空き地は

これは所有者の方が適切に管理をされてい

ないということで、それによって近隣の御

近所の方が非常に怖い思いをされていると

いうことで話を伺ってる、御相談を受けて

るんですけども、ただ一方で人が居住して

いない空き家といいましてもこれは誰かの

財産ですので、これは勝手に行政や我々が

立ち入ることはできません。ですのでこれ

を空き家対策について何らかの住民の皆さ

んに何かの根拠を示すために条例を制定し

ている市町村が増えております。これは住

民の皆さんの安全・安心のために本町にお

いても今後、他市町村の空き家対策の条例

も参考にして住民の皆さんの安心・安全の
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ために引き続き検討、研究してほしいと思

います。 

  それでは次の質問に移ります。 

  次に東地区の公共交通について質問しま

す。 

  近隣の箕面市では箕面萱野駅のバスター

ミナルで北大阪急行延伸に伴い、路線バス

再編に関するアンケート調査を実施してお

ります。特に本町の東地域は公共交通は阪

急バスのみですので、ハニタスも含めて東

地域の住民の皆さんのこの路線バス利用に

関するアンケート調査を実施してはいかが

でしょうか。 

○副議長（中川敦司君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在、東地区におきましては地域公共交

通についてのニーズなどを把握する方法を

検討しております。今後地域公共交通を持

続可能なものとしていくために住民の皆さ

んへの情報提供や公共交通の意識醸成を行

いながら地域交通の維持確保に努めていき

たいと考えております。特に東地区におき

ましては地域公共交通をあまり御利用され

てない方の意識調査が重要と考えておる次

第でございます。 

  また本町におきましては令和６年から令

和10年までを期間とする地域公共交通計画

をこの３月に策定しておりますが、その際

に町民の移動実態や移動に関する考えを把

握することを目的として広く住民を対象と

した地域公共交通の利用に係るアンケート

を行っております。その際に広く住民を対

象として実施しておりまして、令和４年の

10月にアンケートしたものがございます。

このアンケートでは町全体で16歳以上の住

民を対象としてアンケートを行っておりま

す。公共交通の利用の有無に関係なく配布

しておりまして、特に新興住宅地以外の旧

村地区の方には全世帯配布していたしまし

た。そのときの回答としては、全体で約

3,000世帯を配布しておるんですが、そのう

ち東地区では586世帯の回収をしております。

回収率は52％程度でございました。このア

ンケートの結果から読み取れる対応につい

て、アンケートの結果の中から東地区で特

徴的なものを御紹介したいと思います。 

  まず移動手段としては車や二輪の運転が

最も多く、余野、希望ケ丘では路線バスが

比較的多くなっております。一方でそれを

補完する手段としてデマンドタクシーにつ

いては地域ごとで異なりますが40％から

60％の方が知らないと、このように回答が

ございました。認知度の低さが顕著である

ことがわかりましたので、デマンドタクシ

ーの認知度向上の取組が必要と思っている

ところでございます。 

  次に、地域公共交通がなくなった場合の

生活の変化で見ますと、東地区は変化しな

い。これは利用があまりしないという答え

が、これは公共交通のことだと思いますが

多ございました。東地区におきましてはこ

れも生活スタイル、いわゆる農村地域では

複数の自動車を所有している状況がありま

すので、自家用車での送迎が多い環境があ

るのかなと思っておりますが、あまり公共

交通に依存していない傾向がある一方で、

年齢別に見ますと30代未満の方あるいは75

歳以上の方が移動手段の喪失というような

回答が４割を超えていることから、このよ

うな世代の方は公共交通が重要な移動手段

になっていることが伺えるものでございま

す。この内容から主に２点ほど今後の対策

として必要だと思っているものがございま

す。まずはデマンドタクシーの認知度の向

上の取組がまず必要であると。二つ目が先
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ほど言いましたように30歳未満あるいは75

歳以上の自動車の運転ができない世代の移

動手段の確保、これがちょっとそういう対

策を講じる必要があるのかなというような

感じでございます。このようなアンケート

結果もございまして、それ以上にアンケー

ト等あるいは調査でお聞きする内容が、ど

のようなことがお聞きすれば今後の地域公

共交通の改善に活かせるのかというところ

を現在ちょっと内部でいろいろ議論をして

いる状況でございます。 

○副議長（中川敦司君） 

  今、総務部長がおっしゃった東地域のニ

ーズの把握を検討中というのは交通特別委

員会等でも確か東地域のアンケート調査を

したらどうかという、要望されて、そのこ

とですかね。わかりました。 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今、答弁では75歳以上の方が公共交通利

用されてて、自家用車で移動されたり送迎

されている方も非常に多いということです

けれども現状はそうだと思います。今後の

今現在でも65歳以上の方が非常に本町の特

徴として持家率が98％で65歳以上の高齢者

が人口半分いるということで、地域公共交

通自体は本当に住民の皆様の生活に必要不

可欠なことですので、それが住民の皆さん

のニーズ、あまりにもかけ離れているとか

利便性がよくないということで実施しても、

やはり公共交通というのは住民の皆様の生

活の足になりますし、暮らしやすいまちづ

くりに向けても非常に重要だと思いますの

で、状況等によってはやはり移動ニーズも

また変わってくると思いますので、どのよ

うなニーズがあるかというのは今回限りと

かではなく、１年に１回かある程度のタイ

ミングではアンケート調査を実施して、当

然西地区も含めて町全体の住民の皆さんの

移動手段がどうなっているのかとか、通勤

通学時もそうですけれども、公共交通のニ

ーズについてはしっかりと把握して今後公

共交通の再編に向けて取組を進めてほしい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上で私の質問を終わります。 

○副議長（中川敦司君） 

  以上で、寺脇直子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩といたします。 

  再開は11時20分といたします。 

（午前11時10分 休憩） 

（午前11時20分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  秋元です。議長より御指名いただきまし

たので、通告に従って一般質問をさせてい

ただきます。理事者の皆様におかれまして

は簡単明瞭な答弁のほど、どうかよろしく

お願いいたします。 

  では通告に従って学校問題について質問

させていただきます。 

  学校再配置では１小１中へと動き出しま

した中で、前町長のトップダウンによって

２小２中へと変わり、東西それぞれ既存の

中学校を改修し、令和８年に小中一貫義務

教育学校として開校することになりました。

これまで東能勢中学校の改修工事が進めら

れてきましたけども、こうした中で議会は

今後の東地区のまちづくりに鑑み、昨年11

月、東能勢中学校の横にある東能勢小学校

の活用することを検討していただくよう町

に提言させていただきました。上浦町長初

め教育長また理事者の皆様におかれまして

は議会のこの提言を真摯に受け止めてくだ
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さり、保護者並びに地域の方々に丁寧な説

明のもとで東能勢小学校で小中一貫義務教

育学校開校をするとの決断に至りましたこ

と、誠に高く評価いたしております。あり

がとうございます。 

  ではその上で質問に入らせていただきま

す。 

  ７点通告しております。うち先に４番目

について質問させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

  令和２年８月に開催された保護者説明会

で配布された資料によると、統合後、将来

の子どもの数を検証し、複式学級が二つ発

生するような状況になれば再度小中学校の

在り方を検討する目安とするとしています。 

  お尋ねします。小中学校の在り方として、

１小１中以外にどのような在り方が想定さ

れるのかお尋ねいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  基本的には複式学級が二つになることが

予想されるという状況におきまして、小規

模校だからできること、小規模校のデメリ

ットとその解消に向けた取組を検証し、ど

のような教育内容が提供できるのか、ある

いは１小１中に再編する必要があるのかと

いう検討について行うと考えています。１

小１中以外ということでございますが、本

町におきましては以前から町内の学校の在

り方について検討を重ねております。平成

28年の３月に学識経験者や保護者の委員、

教職員や教育委員会の職員からなります豊

能町小中一貫教育等充実検討委員会におき

まして、豊能町における小中一貫教育の充

実についてっていう形で検討しております。

その中での施設の在り方につきましては、

まず町全体で１小１中にする、東地区・西

地区についてそれぞれ１小１中とする、現

状の４小２中を維持する、東地区は小中一

貫義務教育校とし西地区は１中３小今のま

まで連携を進めて今後の在り方を検討する、

の四つの考え方を検討するようにという答

申が出されています。その四つの中で当時

優先順位というものはございませんでした。

また、答申には出ていないのですけれども、

その中で部会というものがございまして、

その配置を検討するという部会がございま

した。その部会の中では、先ほどの４類型

以外に２小１中、いわゆる東地区は小学校

のみで中学校になると西地区に通うという、

そういった御提案もなされました。ただそ

の中の部会におきましては配置例として検

討はされましたが、答申としては提出され

なかったという経緯がございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  学校部再配置については過去からいろい

ろ検討を重ねてきたことは十分承知してお

ります。今のような、そういった形の検討

もされてきたことも十分知っております。

ただ、何が今、違ってるか。１小１中って

いうのは教育委員会がそれまでの経緯も含

めて、池田元町長の、子どもたちの教育を

第一に考えてほしいという意向のもとに答

申されたものです。十分御存じだと思いま

す。ところが２小２中はそうじゃないんで

すね。今まで１小１中を検討として過去検

討した２小２中に戻ったってことじゃない

んです。なぜならば塩川前町長は所信表明

の中で、東地域に学校がなくなる場合、人

口減少を加速させ、結果、東地区の衰退を

危惧する意見も多く寄せられておりました

が、まちづくりの観点からの回答はありま

せんでした。また、2020年１月19日、24日

両日開催した保護者会では、生活圏の違う
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ところ、つまり東と西では生活圏が違うと、

無理やり統合して破綻しているところがあ

るという形を述べてるんですね。まずこれ

について上浦町長も同じ考えですか。今の

塩川町長のこの答弁について。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今の議員がおっしゃいましたその１小１

中にするというところの中で、生活圏が違

うところを無理やり統合して破綻している

ところもあるというような文言につきまし

ては、私そこまで豊能町のその地域性を捉

えると考える必要もなかったのかなと思っ

てございます。それにいたしましても今は

２小２中で動かしていただいておりますの

で、令和８年４月１日に向けて取り組んで

まいりたいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  私も言い過ぎだと思ってます、正直言っ

て。むしろ東と西、離れた今までの交流な

いことを考えた場合、むしろ１小１中にし

て、子どもたちの交流を土台にして親の交

流、そして町全体の交流が生まれるんじゃ

ないかと期待してるとこもありました。し

かし今はそれは違います。 

  もう一つ疑問なことがありまして、塩川

町長はこうも言ってるんですね。吉川中学

校では１小１中にする敷地が足りんと、だ

から駄目だと。でもこれは池田元町長時代

に委託した１小１中の基本案を見るとその

ようなことはないんですね。なぜこうした

発言をされたのかちょっと疑問なんですけ

ど、それはともかく１小１中はまちづくり

の観点がない。生活圏の違うところを無理

やり総合して破綻している。となるとこの

先もし２小２中から１小１中へと再編する

ようなことがあれば、どういうことになる

かといえば、町はまちづくりに失敗したっ

てことになるんですよ。ですからそこに大

きな違いがあるんです。過去話し合ってき

た中で四つの学校をどうして、２小２中に

しようか１小１中にしようかで、結果的に

１小１中にしました。だけどもこの話はま

ちづくりの観点が入ってる２小２中に戻っ

たんじゃないんですよ。２小２中から１小

１中に戻ることはできないんです。このこ

と町は御存じですか。理解されてますか。

お尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  この際暫時休憩いたします。 

（午前11時28分 休憩） 

（午前11時29分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  上浦町長。 

  答弁を求めます。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今議員がおっしゃいましたように、地域

とともにある学校ということで義務教育学

校を東西１か所ずつ、これを整備させてい

ただいて令和８年４月１日に開校するとい

うところで進めてございます。これも今議

員がおっしゃいましたように、それを進め

ていくと今後１小１中にするということは

なかなか難しいんではないかというような

御質問を頂戴いたしました。まさしく私も

そのとおりだと思っています。そのために

私どもは議会からの提言もいただきながら

東地区についてはまちづくりの観点から東

能勢中学校でさせていただくというところ

でしたけれども、保護者それから地域の
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方々にも御理解をいただきながら東能勢小

学校で開校、開校ではないですね。東能勢

小学校で最後は進めていく、最後というか

次のステップとしては進めていくというよ

うな状況にございます。私たちが今やらな

きゃならないことは、いみじくもおっしゃ

っていただきましたように、まちづくり、

それから地域とともにある学校、これを俯

瞰して見たときにしっかりと町が２小２中、

義務教育学校を東西残していくという取組

を今後努めてやっていかなきゃなりません。

その上で１小１中の議論とかまた出るよう

なことがありましたら、そこは非常に慎重

に地域の方々、そのときの将来の保護者の

方々とともにけんけんがくがく協議をさせ

ていただきながら進めていくということを

しなければ、今議員がおっしゃいましたよ

うに安易にはできないというような状況は

承知しているところでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  先日６月16日に開催された保護者説明会

では、当然かと思いますけども、住民の間

から、将来学校が１小１中になる可能性が

あるのかって質問がきてますね。これに対

して、今、町長おっしゃったように、この

まま推移すると、子どもの数が減っていく

と、将来は１小１中はあるかもしれません

が、今は２小２中に向けて取り組んでいま

すと答弁されています。でもね、こんな落

ち着かない答弁はしてほしくないんです。

はっきりともうまちづくりの観点から、ま

た地域とともにある学校づくりをかかげた

以上、例えば全校児童生徒が１人、２人に

なっても、豊能町が自治体として存続する

限り町は２小２中を存続させていきますと

いうぐらいの決意を持っていただきたいん

です。違いますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほど来から私がるる申し上げてますよ

うに、今、東西２か所で義務教育学校を整

備するというところで進めてございます。

整備を進める以上はそれなりの財政、経費

を使ってさせていただくということも踏ま

えてやっぱり存続させなきゃならないとい

う考えはございます。廃校にならないよう

なまちづくりも含めて進めていくことが非

常に大事だと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  今後に期待したいと思います。 

  そこで教育委員会にお尋ねします。今の

議論を踏まえて。１小１中以外に存続させ

ていく、どのような学校の在り方が想定さ

れるのか、いま一度お答え願えませんでし

ょうか。私は単純に考えてフリースクール

とか、山村留学制度とか学校家庭教師、小

さくなってしまったら先生そのものは家庭

教師みたいなことになりますから、そこを

うたい文句にしていくのか、全寮制で全国

から来ていただこうとするのか、あるいは

英語に特化した教育など、私、素人ですか

らいろいろできるものできないものあるで

しょうけど、教育委員会としては全国から

注目されるような学校づくりに向けてどの

ような在り方が考えられるのか。もし今お

答えできるようでしたらお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育長。 
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○教育長（板倉 忠君） 

  失礼します。まだ私こちらに来まして４、

５、６、７とまだそんなにはないんですけ

れども、私、子どもの教育というのは教育

と人であるというようなのがとても持論で

ありまして、地域の中で子どもは育つとい

うふうに考えております。ですから今回２

小２中というところにはデメリットもござ

いますがメットもたくさんあると思ってお

ります。そのメリットって何かというと、

学校の中ではいろいろな学ぶことはたくさ

んあります。友達の中で触れ合うことで学

ぶこともありますし先生方教えていただく

こと、いろいろなことありますけども、や

はり育つのは地域であるというふうに強く

思っております。その分でいきますと２小

２中というのを歩いて学校に通う、その中

で、今現在、東地区なんか特に見守り隊の

皆さんが本当に毎日のように声かけていた

だいて一緒に歩いていただいてという地域

が本当にできております。そういう地域が

ある限り子どもというのは育ち続けるだろ

うと思っておりますので、その中でよりよ

い仮称ですが、とよの東学園が子どもたち

にとっていい場所で、いい学びの場である

ことを願って、教育委員会としては努めて

まいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、今言われたことは今までも

同じような形で運営されてますね。今のメ

リットとして行われていることですよね。

秋元議員聞いているのはこれから少人数に

なっていく、どんどん人数が減った上での

選択を聞かれているんで、そこの答弁がで

きるようでしたらお願いいたします。 

  板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

  失礼しました。という私の教育に対する

考えを持っております。今後につきまして

は、今学校の中で何をしているかといいま

すと、地域とともにある学校づくりという

ところで私の今の考えと合うところかと思

うんですけれども、その中でシステムとし

まして、義務教育学校というシステムにし

てまいります。１年生から９年生まで。現

在５年生、６年生と中学生の３学年とで、

いうたら４、５みたいな形になってるんで

すけども、その中の５の中でも少しずつ小

学生と中学生の触れ合いが増えております。

ですから今までにはなかった子どもの環境

というのが生まれたのかなと、今後令和８

年からなりますと１年生から４年生もその

一つの校舎の中で学ぶことで１年生から９

年生、９年生と１年生が関わりが持てると

いう環境ができます。その中で子どもが２

人になっても３人になってもそこは具体的

なことはないんですけれども、そういう子

どもが減っていく中であってもよりよい教

育、子どものその教育の学びができる場を

つくっていけるような学校にしていきたい

というのがまず第一です。ただ、その中で

やはり学校運営協議会というシステムを今

回は取り入れます。その中では保護者の方、

それから地域の方、それから学校関係者で

学校の運営について常に見直し、そのとき

の課題、成果を確認し合っていく場になっ

ております。そこでいろいろな声が出てく

ると思いますのでその声には真摯に耳を傾

けて今後も在り方については考えていかな

ければならない。それが責務だろうという

ふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  申し訳ないんだけどもお答えになってな

いんですね。これはどうこうするあれもな

いんですが、ただはっきり通告してますよ
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ね、私は。１小１中以外にどんな学校の在

り方が考えられますかと。この後また別の

機会で質問させていただきますので十分練

っていただきたい。何はともあれ地域の方

も心配してます。学校いつまで続くのかな

って。少子化ということも少人数化という

ことも重々承知してます。いや大丈夫です

と、たとえ１人、２人になっても存続させ

ますと、そのつもりでこういうことを考え

てますということぐらいまでははっきり言

っていただきたい。次の質問に。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、ちょっと暫時休憩します。 

（午前11時38分 休憩） 

（午前11時42分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

  失礼しました。今現在２小２中という選

択を教育委員会としてはさせていただきま

した。その中でメリットとしまして先ほど

申し上げたように、地域の中で子どもは育

つというふうに考えており、それの実現に

向けて頑張っていきたいと思っております。

ただ、２小２中というのを今現在は進めて

いきたいと思っておりまして、その中で１

小１中になったときのデメリットを解消す

るために、今、先ほど申し上げたような地

域の中で子どもたちが学ぶ場をつくってい

きたいなと思っております。たとえ子ども

が少なくなりましても。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません。先ほど、もし検討されてな

いんであれば、あえてもう意見は言わなく

ても、時間がありますので。 

○教育長（板倉 忠君） 

  わかりました。申し訳ありません。なぜ

このようなことを申し上げてるかといいま

すと、今、教育委員会としては２小２中が

よりよい豊能町の学校となるように進めて

おるところで、１小１中というふうに考え

ながら進めているわけではございませんの

で、選択肢としましては２小２中でよりよ

い学校づくりを進めたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、議長のほうからかなり苦言

を言わせていただきます。 

  通告書を出しております。議員は時間の

中でやっておりますので、通告書で納得が

いかないところがあれば事前に調整する時

間はいろいろとあったと思いますので、そ

こら辺はしっかりとしていただきたいと思

います。 

  秋元議員、よろしいですか質問のほうは。 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  町は本当に２小２中を続けなくちゃいけ

ないんですわ。まちづくりに失敗したって

ことを残さないためにも。本当に真剣に考

えていただきたい。またこれは別途経過報

告などお伺いしますのでよろしくお願いし

ます。 

  ６月議会で、先ほど寺脇議員のほうから

も質問がありましたけどスクールバスにつ

いて質問挙げさせていただいてます。それ

ですぐスクールバスということは無理だと

思うんです。ただ、実際命に関わる暑さだ

とか災害級の暑さだって言ってる中で、じ

ゃあどうしますかということなんです。前

回ぬらして首にやるようなタオル、教育委

員会配ったことありますけれども、それは

どこまで効果あったか別として、お尋ねし

ますのは、子ども１キロ歩くのにどのぐら

い時間かかりますか。過去これは教育委員

会、調べたことがあったはずです。もし何

だったらいいです。25分と出てます。１キ
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ロ25分です、大体。それで先ほどの答弁の

中で、小学校は４キロと中学校は６キロと

おっしゃるけど、４キロ歩くのにどのぐら

いかかります。２時間です、ざっと見て。

今度吉川中学校のところに小中一貫校がで

きたときに、２キロも大変な距離なんです

けども、その４キロに当たる距離っていう

とどこになりますか。お尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  西地区に義務教育学校ができて吉川中学

校の場所になった場合、例えばですが吉川

の一番ちょうど川西市からの端っこから吉

川中学校まで、これについてはウェブ上の

地図ソフトにより計算をしたものでござい

ますが3.1キロという形になっております。

新光風台の３丁目の一番端のほうから吉中

まで、これも同じくソフトによるものです

が約2.7キロというふうになっております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  私が見たら３キロ、４キロちょっと足り

ないかぐらいだったんですよね。道の直線

距離とは違いますけども。ただいずれにし

ても私自身でも３キロ炎天下歩くのはつら

いです。まして木もない、炎天下照り返し

が入ってくる、そういう中で、国のほうで

は４キロだから６キロだからっていうこと

でひとくくりにしていくってのは非常に問

題だと思ってます。 

  それなんですけども、６月議会でお尋ね

したとき、スクールバスについては公共交

通機関の利用を含めて開校準備委員会の通

学部で検討したいとおっしゃってました。

これはもう既に検討に入られてますでしょ

うか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、西地区の開校準備委員会の通学路

等安全対策部会の中で義務教育学校開校後

の通学について検討をしております。現在

は登校班をどうするのかであるとか、登下

校の見守りをどうするのかなどについて検

討をしております。その部会の中で、やは

りスクールバスの導入についての希望もあ

りました。その御意見を受けまして教育委

員会の内部でも再度検討いたしましたが、

町の財政的な負担を考えると現状ではやは

りスクールバスの導入は難しいというふう

に考えております。その後、スクールバス

の導入はちょっと今現在難しいというとこ

ろで、開校準備委員会の中の通学路安全対

策部会の中ではスクールバスについての議

論ではなく、今後、公共交通機関の利用に

ついて検討を進めていく予定にしておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  命に関わる暑さとか災害級の暑さ、これ

は１年間の中のほんのわずかな、ずっとじ

ゃないですよね。ですからやっぱりそうい

う観点からもお金がないとかそういうレベ

ルの話じゃないと思いますので、もっと慎

重に進めていただきたいと思いまして、こ

れは要望で終わらせていただきます。 

  次に入らせていただきます。 

  戸知山の活用、戸知山ついて。2022年の

12月議会で、戸知山の活用方法として資源

循環型堆肥化事業を提案させていただきま

した。都市建設部の皆様には、その実現の

可能性についてあらゆる角度から調査検討

していただき誠に感に堪えません。ありが
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とうございます。作成していただいた資料

によりますと、交付金を活用するには過疎

地域指定の関係から令和12年末までに施設

建設を完成する必要があるっていうことな

んですけども、令和12年度といえばまだこ

の先６年もあるような気がしますが、しか

しスケジュール案によりますと、そのため

にはまちづくり計画、都市計画マスタープ

ランを見直し、住民説明会にパブコメ、さ

らに循環型社会育成推進地域計画を作成し

なければならないことになってますよね。

これを考えると６年間てのは非常にタイト

になってきますので、やるんだったら早く

決断する必要があると思いますけども、こ

の点はどのようになっているのか。町とし

ても着手しようとしているのか、やめよう

としているのか。もし検討に入っている、

あるいはもう検討結果が出た、現状だけ教

えてください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  本町のほうでは大きく３点ほどあるのか

なということで考えておりまして、１点目

が先ほども議員のほうからもありましたと

おり、用途的な内容とか時間的な要素にな

ります。 

  重複するかもしれませんがお答えいたし

ます。 

  堆肥化工場は一般廃棄物処理施設という

ことで該当しますので、戸知山であれば市

街化調整区域となりますので、そちらです

とその施設の建設についてはその事業を着

手するまでに、先ほど議員のほうからもあ

りましたとおり総合まちづくり計画の見直

し、都市計画マスタープランの見直しをま

ず進めていかないといけない。あと、この

堆肥化工場で交付金を活用するためには、

これも議員のほうからありましたとおり循

環型社会形成推進地域計画といった、そう

いった計画書のほうも作成が必要というこ

とで、あとプラス市街化調整区域で開発し

ていくためには規制緩和に関する新たな提

案基準、今現在１月１日付で提案基準Ａが

出ておりまして、国道423号ほか、その敷地

が50メートルまで開発が可能となっており

ますが、今度市街化調整区域の中の一般廃

棄物をつくるということであれば、また違

う提案基準を作っていかないといけないと

いうこと、道路から外れてますので、そう

いったものを作っていかないといけないと

いうことで、最低３年はかかるのかなと考

えております。 

  あと２点目が、その堆肥化工場、一般廃

棄物処理施設ですが、これを建設するため

には、これも議員総会等で説明させていた

だきましたが、肥料の高品質化、建設に関

する近隣住民の了解、それから生ごみ等の

分別をするための理解と協力が必要である

というのが二つ目、あと三つ目が戸知山で

堆肥化工場をするためには当然上水道と下

水道が必要となりますので、その辺りの、

今のとこ調べた中ではその該当する国の補

助金、交付金等がちょっと見当たらないと

いうことで、財源の確保が必要になるとい

うところから、なかなか事業化していくに

はかなりのハードルが高いのかなというこ

とで考えているところです。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  おっしゃるとおりに、準備に３年、建設

に３年、合わせて６年、令和12年ですよね。

となると本当にもう先は、これは今回の場

合はもうきちっとここまでやらなくちゃい

けないって時間的制限がありますよね。つ
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まり町の決断はタイムリミットが必要にな

ってくわけですね。２年ぐらいたってから

さあやりましょうつったってもう間に合わ

ない。もう近日中にはむしろ出さなくちゃ

いけないような状況なんですけども、これ

についてはいつ頃までに出そう、要するに

町の中でのタイムリミットはいつ頃と考え

たらよろしいでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほど答弁の中で総合まちづくり計画の

見直しが必要ということでお話しさせてい

ただきましたが、その予算を確保、例えば

それを令和７年度から着手できればちょう

ど６年間、令和12年度末までに事業ができ

るのかなということですので、予算を今年

度の３月議会で確保できれば、そこまでに

住民さんへのある程度の協力なりアクショ

ンを起こして、ある程度承認いただけるよ

うであればいけるのかなということでお答

えになっているでしょうか。よろしくお願

いします。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  非常に、豊能町は公共施設再編計画も併

せて進めていきますので、本当に財政的に

はきつい時期だと思います。ただ、今、部

長からありましたように本当後ろ詰まって

ます。この事業をやるかやらないかっての

はやっぱりそういったことを総合的に合わ

せて私はぜひ進めていただきたいと思いま

すしお願いしたいと思います。 

  先ほど上水道の話が出てましたけど、そ

の資料をいただいたのはこの通告を締め切

った翌日でした。議長お許しをいただける

ならば、通告には上げておりませんが上下

水道につきまして１点担当者にお尋ねした

いことがありますがよろしいでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  内容によって答えれるようでしたら。 

○10番（秋元美智子君） 

  答えられると思います。よろしいでしょ

うか。 

  戸知山に循環型の堆肥化事業を提案させ

ていただいたのは、この事業そのものが私

は上下水道を必要としないということから

でしたけども、町の案によりますと事務所

が必要と、そこにはトイレが必要、水が必

要ということで今回本当に細やかな資料を

使っていただきました。それで町が購入し

実証実験となっている土地と、もう１個、

戸知山というのは寄贈を受けた広い土地が

あります。今回それぞれの土地の利用につ

いて上下水道を上げてますけども、まず、

町が購入したほうに堆肥化施設の事業所を

作る場合、これが最も財政負担が少ないん

じゃないかな、上下水道の、と思ってます。

ただそれでも小規模貯水槽水道の井戸の設

置１億円、合併浄化槽に1,200万円、合わせ

て１億1,200万円かかります。さらにこの施

設というのは将来戸知山の活用に向けて上

下水道必要となったときに、もしかしたら

無駄になる可能性がありますとまで御親切

に書かれております。お尋ねしたいんです

けれども、この堆肥化事業を事務所だけの

使用ならば飲み水は別途用意することにな

りますけども、ペットボトルとかそういう

感じで。井戸を雨水貯水タンクに変えて、

また、合併浄化槽をよく工事現場で使われ

ている移動式の簡易トイレに変更すればか

なり経費節約できるんじゃないかなと私は

勝手に思ってるんですが、これは法的に無

理なのかどうかだけお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  実証実験場周辺で例えば井戸を掘る場合

なんですが、想定される、私の見解という

形でのお答えになりますが、まず近隣の近

くでゴルフ場がございまして、そちらのほ

うで農薬等を使われて、その水も上から実

証実験場の沢として、ちょうど実証実験場

のほうまで流れてきております。ですので、

ただ単に井戸を掘って例えば塩素だけ消毒

だけして飲み水としては使えないというこ

とですので、それをもう飲まない、もう下

水のためのトイレだけで使うんであれば特

に問題ないのかなということで考えており

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ともかく、あんまり経費かかるのはこっ

ちも心苦しいので御検討のほどよろしくお

願いいたします。 

  戸知山につきましては、町が寄贈を受け

た方の戸知山ですけども、これにつきまし

ては、３年前の当初予算で排水設備と舗装

設備として4,860万円が計上されてます。そ

の必要を問うたときに活用に向けて３件の

視察が申込みが入っているとのことでした

のでかなり期待してましたが、一向にその

動きなし、相変わらず負の遺産になってん

ですけども、昨年の９月議会で一体どうな

ってるのかとお尋ねしたところ、副町長の

ほうから、現在何が一番地域にふさわしい

か検討しているところですと。まとまれば

一定公募し、企業に照会をかけることにな

っているというお返事でした。お尋ねする

んですね。この一番ふさわしい利用方法と

いう検討というのはどこまで進んでるんで

しょうか。まだ進んでないなら進んでない

で結構ですが、まずお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  これまで議会の一般質問等でも御答弁さ

せていただいておりますが、現在数社、戸

知山の現地確認などを行い興味を持たれて

いる事業者はおられます。視察に来られた

際は戸知山のほとんどが近郊緑地保全区域、

砂防指定区域であり、森林法、砂防法、都

市計画などの許認可が必要であること、あ

るいは先ほどお話ございました上下水道が

未整備であること、また豊能町の財政状況

を考えますと財政負担を伴うような戸知山

の整備を町が行うことは困難であることや、

戸知山全体を対象として、できれば全て事

業者で御負担で事業を行っていただきたい

ということを御説明をしております。視察

に来られる業者さんからは、井戸を掘って

先ほどありましたが、水を確保し、合併浄

化槽を設置して排水設備の問題を解決する

などの案をいただく場合もございます。し

かしながら法規制の問題、戸知山場内の道

路の状況などが確認されますと、投資に見

合う収益を上げられるかどうかとの見込み

から、現在話が進んでいる事業者さんはな

いという状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  結局は4,860万円かけても活かされなかっ

たっていうことになっちゃうのかな。それ

はともかく方法としては、現在、土地を寄

贈を受けたまま上下水道完備されない。法

的制約がきつい中ではまず利用されること

はほぼないというのが１点、一つのほう。
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それから町が上下水道など整備してそして

どこかを誘致する、これが二つ目の方法で

す。三つ目ですけど、この先一切戸知山に

手を加えないで山に戻す方法です。それと

前からよく出てますけど、戸知山の真砂土

を堀り出して売る。主にこの４点なんです

けども、もうそろそろ町としてはどこにい

くかはっきりとこれは見極めたほうがいい

と思いますので、もし御答弁いただけるな

らお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  事業者の方からいろいろお話がくる場合

もあるんですが、本町の考え方としてはま

ずは町の総合まちづくり計画の土地利用構

想の中での活用であるかどうか、今現在、

自然環境活用ゾーンとして位置づけており

ますので、それに合った規制に対応する提

案であるかということが一つ。あと町の人

的支援や財政支援が伴わない民間主導の提

案であるか。それが一つと。あと近隣の住

民、自治会等の理解が得られるような提案

であるのかどうか。あとちょっと欲を言う

んであれば地域の活性化あるいは雇用の創

出あるいは財政負担への寄与するような提

案であるかどうかというようなことをポイ

ントとして活用できないかということで考

えておりますが、現在のところ、今のとこ

ろはしばらく今の状況があまり提案進んで

いないところもあるんですが、活用として

はしていきたいとは思っておりますので、

ただやっぱり規制が多いというところがご

ざいますので、現在としてはそのような状

況でちょっと見守っていきたいといいます

か、そういう提案があればちょっと前向き

検討は進めていきたいと思いますが、今の

ところはそのような状況であると考えてお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  戸知山は寄贈を受けて多分20年以上は過

ぎてますね。その間に道路を整備しただけ

じゃなくて毎年あそこの枝打ちやら草取り

やらでお金、経費つぎ込んでます。それで

何とかしよう何とかしようって早何年。多

分そこにつぎ込んだお金ってのは相当にな

るはずです。ですから、この先も検討しま

すっていうところは、もうそろそろ町とし

て考え直していただきたい。これは要望で

終わらせていただきます。 

  それで次に入らせていただきます。 

  町は国際博覧会協会が関西万博をきっか

けに脱炭素の取組を全国に広げるために立

ち上げたＥＸＰＯグリーンチャレンジに参

加されてますね。ここには、このチャレン

ジっていうのは家庭用廃油の回収とかマイ

ボトルとか食べ残しゼロとか、住民のいろ

いろな取組によってポイントが付き、景品

抽選に応募することができるというものな

んでして、豊能町は以前からこの廃食油を

回収してまして、一体、今回これに参加し

たことによって何か大きく流れが変わった

のかなというふうなことで、１番目の質問

上げさせていただいてますけども、これ前

もって担当者のほうから実はあんまり変わ

ってないと。何が変わったかといえば廃油

をもって吉川支所と本庁にあるボックスを

開けたら裏にポイントを得る。それがつい

てるんでよろしくというところでしたので、

１番目の質問は割愛させていただきます。 

  なぜこの問題を取り上げたかっていいま

すと、各家庭で天ぷらや揚げ物を使った後

に出るこの廃食油というのは、近年、ＣＯ

２削減につながる次世代航空燃料ＳＡＦで
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すか。またディーゼルの原料として需要が

高まっています。これをせっかく回収して

るんだから、新たな財源として活かせない

かなと思って先の６月議会で町のこの回収

の現状をお尋ねさせていただきました。そ

れとどうも令和４年度からは回収業者、植

田油脂株式会社なんですけど、ここはもう

無償で引き取ってますというお返事いただ

きました。それならばさらに一歩詰めてい

ただいて有償へという話にもっていってほ

しいなと思ってますので、まずこれに対す

る町のお考えをお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  秋元議員から６月議会の一般質問で御質

問があった件を踏まえまして、その後すぐ

に、少しでも町の収入につながるよう、委

託業者と現在協議を行っておりまして、次

年度からの予算に間に合うように10月をめ

どに結論を出すということで現在進めてお

ります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  本当にありがとうございます。うれしい

です。 

  ６月議会でついでにこの回数実績をお尋

ねしたところ、令和３年が2,110リットル、

令和４年が 1,820リットル、令和５年が

1,670リットルだったんですね。どうも池田

市ではキロ26円、摂津市では25円で、ごめ

んなさい、引き取っていただいてるやつ。

ごめんなさい、私がはっきりしない、リッ

トルなのか、キログラムのかちょっとわか

らないんですけども、いずれしてもこの量

ではまだまだ町としては少ないものがある

と思います。そこでお尋ねしたいのは、質

問出させていただきましたけど、この回収

実績の中には学校給食の廃食油も入ってる

んでしょうか。お尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  坂田部長から回答のありましたいわゆる

廃油回収の中には学校給食の廃食油の分は

含まれておりません。事業用として排出し

ておりますので、家庭用とは別の回収とい

う形になっております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  学校給食のほうももしかしたら一緒に出

せるんじゃないかなと思ってますので、こ

れは調べてください。できる限り多くして

回収量を増やしていきたいなという思いも

ありますので、お願いします。 

  それで、何で豊能町がこの廃食油を回収

することになったかは十分御存じだと思い

ます。26年前の豊能郡の美化センターのダ

イオキシンの公害調停で、当時の排出ごみ

量の50％削減を求められて、当時の町職員

の方々は少しでもごみ量を減らしたいとい

う思いからでした。今、町はもう本当に長

年の懸案事項であったダイオキシンの問題

の解決に、最終解決に向けて一生懸命取り

組んでいるところです。さらにＣＯ２の削

減に向けてＥＸＰＯのグリーンチャレンジ

にも参加されてます。ですからこういった

こともぜひこの機会に、使用済み廃食油の

回収量アップに向けて、広く住民の方々に

今のこの町の取組を伝えて、そしてまた回

収アップへとつなげていただきたいと思い

ますがいかがでしょうか。 
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○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御提案ありました回収量アップにつ

いて住民への周知のほう、今後もますます

進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  よろしくお願いします。 

  先日このことを環境課の方とお話したと

き、豊能町は高齢化によって揚げものを揚

げる家庭が少なくなってると。一緒に行っ

てそばにいた知人も私も揚げてませんとい

う返事がありましたので、かなりこれ難し

いことになるかと思いますけど、そのため

にも学校給食のほうの油をぜひ何とかして

いただきたいと思いますのでお願いいたし

ます。 

  以上で私の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、私の調整不足もあり幾つか

しっかりとした答弁がもらえないところも

ありまして申し訳ございませんでした。こ

れからしっかりと通告に基づいて答弁をし

っかり作るように私のほうでも調整してい

きたいと思います。 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は13時とします。 

（午後０時12分 休憩） 

（午後１時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、才脇明美議員を指名いたします。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ２番・大阪維新の会、才脇明美でござい

ます。議長から御指名をいただきましたの

で、一般質問をさせていただきます。 

  まず、農業について質問いたします。 

  今年の３月の一般質問で池田議員が農業

について重要な質問をされていました。地

域計画を策定するためのアンケート調査に

ついての現状と経過について、そして要望

として、高齢化に伴い農地の維持管理が困

難になる中、継承できる担い手ができるよ

う、町として何かの形で補助、フォローを

していけないかと質問されていました。こ

の関連の質問です。 

  ５月26日の切畑地区の住民説明会に出席

いたしました。地域計画では、地域でどう

いうふうに農地を利用していくか、誰が農

地を担うかなどを定め、地域の農業の10年

後の将来を明確にするというものです。農

地の利用状況の地図では、現在と10年後の

地図で耕作したい、耕作していない、貸し

ている、貸したい、農作業を委託したい、

売却したいなど、それぞれに色分けされて

おりわかりやすく地図に落としていただい

て、目標地図にされていました。地域ぐる

みで考えていかなければならない大事なと

きになっていると思います。中でも、担当

職員の話では、新規就農者にどんどん担っ

てもらうように話していく。農家さんが新

規就農者の方々にノウハウを懇切丁寧に指

導してくれてありがたい。新規就農者の駐

車場、トイレ、小屋など作業スペースがな

いから考えていくなどと実情を話していま

した。有意義な会合であったと、少しでも

前進したとほっとして実感しました。 

  ここで質問です。今年度末までの策定期

限ですが、策定の進捗状況をお聞かせくだ
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さい。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず議員の御質問あったとおり、農業経

営基盤強化促進法の改正に伴いまして、令

和５年の４月に施行されたものですが、今

年度の令和６年度末までに地域計画を策定

することが義務づけられております。本町

では余野、川尻、木代、切畑、野間口、高

山、牧、寺田、吉川の９地区でこの地域計

画を作成することを進めておりまして、第

１回目の協議の場を今年の４月25日から６

月９日までの間の中で行っております。こ

の第１回目の協議の中では、まずどの地区

においてもですが、まず地域計画の趣旨説

明を行いまして、農地所有者に対しては、

農地を含め地域農業をどのように維持・発

展していくかも含めて今後の農地利用者の

意向も考えてほしいといったような内容の

説明をさせていただいて依頼もさせていた

だいたかと思います。これを受けまして次

に２回目を９月の後半から10月末までの間

で２回目の地区協議のほうを開始していき

たいと考えております。今後の予定としま

しては、この２回目の協議が全部終了した

後、年内までには協議結果を取りまとめま

して地域計画案を作成し、その後公告、縦

覧を経た後、今年度末までに地域計画を策

定していきたいということで考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  一筆一筆落としていかなあかん大変な作

業だと思います。この前はちょっとコンピ

ュータの不具合があって、ちょっと色分け

がちょっとややこしいという点はありまし

たけど、次はオーケーですね。オーケーだ

と思います。 

  今お米が品薄状態になっています。うち

も米農家であります。備蓄しておりました

があちこちから電話をもらい、手配し対応

してもらいまして、今は家族が食べる分だ

けしか残っていません。学校給食の米のほ

うも心配しておりましたが先ほどの答弁で

は90％の充足率があるということで、ちょ

っと安心しております。この現状を町はど

のようにお考えですか。米がないという現

状を。これは国の問題だと思いますけど、

今この現在。この前もだいやすのスーパー

でおばあさんが来られて、米ないねん、こ

こにもないねんな。もちろん志野の里にも

どこにもないです。今のこの現状を町はど

うお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えします。 

  まず国の動きの内容のほうから説明させ

ていただきます。まず農林水産省の米に関

するマンスリーレポートというものがあり

まして、その中で令和５年産のお米につい

ては高温渇水の影響等によりまして、精米

歩留まりの低下とかあと近年食料品の価格

の上昇が続いておる中、お米については相

対的にその価格の上昇が緩やかであったと

いうことで米の消費が増加したというのが

農林水産省の見解でして、若干ちょっと古

いんですが令和６年６月末の民間在庫量は

速報値ですが156万トンということでなって

おります。これは前年が197万トンというこ

とでしたので41万トン低い数値ということ

で、６月末の数値でありますが把握できて
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いる平成11年以降では最低水準ということ

になっておるようです。ただ、農林水産省

のほうでは主食用の米の需要が年々減少傾

向にあるというのも事実でありまして、年

間の今の需要量は大体702万トンということ

で見込んでおりまして、それでいくと民間

の在庫量の比率は22.2％となっておるよう

です。これは平成23年、平成24年の同時期、

６月ですね、とほぼ同水準ということで、

９月から新米の出荷が始まるということで

国のほうではこの新米の出回りまでに必要

な在庫水準は確保されているということの

認識のようで、全体的には逼迫している状

況ではないというのが国のほうの考え、見

解ということです。農林水産省としては引

き続き需要動向を注視しながら、情報提供

を与えながら今後やっていきたいというふ

うな考えで、本町についてもその国の情報

のほうを注視していきたいと考えておりま

す。先日８月30日に農林水産大臣のほうの

記者会見がありまして、それによると６月

末現在で156万トンが今現在は150万トン前

後ということであるようです。 

  私のほうもお米のほうを気にしておると

ころでもありましたんですけれども、昨日、

新光風台内のコープではやっと新米のほう

のお米がもう出始めているということで聞

いてちょっと安心してるところです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  新米が出回っているようでちょっと安心

しました。大阪では野菜や果物より米の生

産のほうが多いそうです。そして多くのＪ

Ａが地域の給食を進めている。豊能町にお

いても先ほど答弁されてました学校給食、

全部じゃないですけど豊能町のキヌヒカリ

を使われているということですね。昨年の

12月の一般質問でも言いました、水田は絶

対に守っていかなければならない。小さな

ダムがいっぱいあるということを私、答弁

させていただきました。この地域策定でも、

部長、なるべく畑に変えんと水田を残すよ

うにしていってほしいなと、ちょっと今、

町長、首かしげはったけど、と思うんです。

これ小さなダムがなくなったら川は氾濫し

ます。治水効果もありますし、これはもう

重々わかっておられると思いますけど水田

は守っていってほしいと思います。 

  そしてこれ米不足で、先日のラジオのニ

ュースで、火曜日のラジオのニュースやと

思うんですけど、農の担い手は４分の１に

減少する。今は120万人、20年後には30万人

になります。私、以前にも日本の米はなく

なりますよって言いましたよね。輸入米し

か食べられないような時代になりますよっ

て言っております。この先週の火曜日のラ

ジオのニュースでも、20年後には30万人に

なり米不足になるということを懸念されて

ました。米不足になれば価格が高騰します。

高騰すれば米は買えませんし、食べれませ

ん。買ってもらわなければ米の価格は暴落

します。暴落したら農家はやっていけず、

自分たちだけ家族が食べれる米しか作らな

いように、主食は外国産に変わるんでしょ

うか。水田を守っていき農業を続けること

のできる環境にしていくよう、町のほうと

しても国や府に働きかけ、そして町独自で

も考えていかなければならないと思います。

これは次代を担う子どもたちのためにも、

この豊能町のおいしいお米、おいしい野菜

を作って食べていくようにやっていかなけ

ればならないと思います。町長はどう思わ

れますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 
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○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  確かに農業は必要だと思っておりますし、

それから今、一生懸命地域計画、地区計画

を立てておりますが、豊能町の農業をしっ

かりと守っていかなきゃならないと思いま

す。そのためにも出口も必要ですし、志野

の里、それからそれよりももう少し規模を

大きくした出口、これも作っていく必要が

ありますし、その出口をしっかりと整えて

いくということで農の就農者これもしっか

りと確保していくということが大事だと思

ってございますのでよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  先ほど秋元議員が資源循環型堆肥化事業

の取組でいろいろ坂田部長答弁されてて私

も言うことないんですけど、目的はやっぱ

りおいしい米、おいしいお野菜を豊能町で

作っていきたい、こんだけいろいろなもの

が高騰して肥料もかなり高くなって、国が

補助をしてくれてます。それでも私たち総

務建設で視察に行ったときにわくわくして

何だこの気持ちはと思ったこと、お金かか

るかもわかりませんけどこれだけ農業、農

業、そして新規就農者が増えていってる中

で肥料がどれだけ高いか、大事かというこ

とをね、目標はおいしい米、おいしいもの

を、安心・安全なものを食べたいというこ

とで私たち議員でも提言させていただいて

いるんです。かなりの経費がかかってお金

もかかる。しかし、将来のために何かやっ

ていきたいなと思ってこれからも話合いを

して進めていきたいと思うんです。何度も

すみませんが、町長これに関して町長の御

意見をお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  資源循環型堆肥化事業ということで、議

会のほうからも御提言をいただいていると

いうものでございます。この間、担当部長

のほうから３回にわたって詳しく事業の取

組を、もしするのであればこういうことで

すよ、ああいうことですよということでお

示しをさせていただきました。そういうこ

とで今、先ほどの秋元議員のときの回答に

も部長のほうから問題点は三つございます

ということで申し上げさせていただきまし

た。その三つについての問題点の課題を解

決していくということを踏まえますと、そ

の解決に向けては非常にハードルは高いと

考えてございまして、なかなか現実的なも

のではないと私は考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  現実的なことではないと今おっしゃられ

て、ちょっと傷ついたなと思ってます。何

とか現実になるようにいろいろ考えて勉強

していきたいなと思います。 

  次の質問に移ります。 

  耐震改修工事についてです。今年３月に

も一般質問させてもらいました。新耐震基

準についての補助額について豊能町の耐震

改修促進計画をまず見直さないといけない

という答弁がありました。しかし現在、大

阪府は新耐震基準の補助制度をやっていこ

うとは考えていない。よって国と豊能町で

２分の１を負担していかないと、いずれに

しても豊能町は耐震促進計画にのっとって

やっているので大阪府と調整しながら検討

するとおっしゃっていました。その後進展

はありましたか。 
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○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず先ほども議員のほうからありました

とおり、新耐震基準を補助対象とするため

には、議員御承知のとおり本町の耐震改修

促進計画の見直しがまず必要であるという

ことです。この豊能町の耐震改修促進計画

の見直しですが、前回の見直しが平成29年

度行われておりまして、現在でいうと７年

前に行われたということです。これには外

部委託をしまして入札契約等を含めると大

体おおむね１年間ぐらい要してるというこ

とで、今年度、その耐震改修促進計画をし

ているかという御質問に対しては、まず予

算が確保されていないので今年度について

はその見直し作業はできていないというの

が回答でございます。ただ、今でも予算が

なくてもできることはあるということで、

今年度についてはその新耐震基準を国なり

町の補助対象とするために、近隣の市の動

向それから大阪府の、もう一度ヒアリング

等をしながら見解を聞いたり、あと本年１

月石川県の能登半島地震の被災家屋の調査

結果など、そういったものを整理していく

必要があると考えてそれらの情報整備を行

っておるというところです。 

  それから先ほど大阪府の見解と申しまし

たが、その後、府のほうにもう一度新耐震

基準についての補助についてヒアリングし

ておりまして、その内容ですが、来年度の

令和７年度に大阪府では「大阪府耐震10カ

年計画」というものを策定する予定という

ことですが、平成12年５月31日以前に建設

されたいわゆる新耐震基準の木造家屋が今

回のこの能登半島地震で倒壊してたという、

それも多数あったということを踏まえまし

て、これの方針ももしかしたら変わってく

るかもしれないということで、その耐震の

補助対象にするかどうか検討していくとい

ったことでちょっと前向きな回答をいただ

いておるところです。これらを踏まえまし

て本町のほうでももう一度考えていかない

けないかなということで、今調整してると

ころです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この前の日曜日のＮＨＫスペシャルでＭ

ＥＧＡＱＵＡＫＥ巨大地震軟弱地盤の脅威

というのを見はりました。豊能町は軟弱地

盤なんでしょうか。答えれたら、今急に言

ってるから。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず本町の地質についてですけども、大

きく東地区と西地区ございます。東地区は

おおむね花崗岩でできた土地、それから西

地区については昔の古生層といったものの、

その砂岩とか頁岩とかチャート岩とかそう

いったものの、要は岩のところにある土地

という形ですので、どっちかいえば強い地

盤になります。ただ、例えば新興住宅地の

中を見ますと一つの山を切り開いて切土盛

土を作って造成地ができております。切土

いうのは要は削っているところですね。切

土の部分について建ってるおうちについて

は頑丈な土地にはなっておるかもしれませ

んが、その出てきた土をバランスよくする

ために盛土といって土を埋めていくふうに

している盛土のところに立っている住宅地

については切土に比べれば弱い、どっちか
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いえばちょっと軟弱に近い地盤にはなるの

かな。ただ開発当時、盛土には盛土なりの

造成の仕方がありまして、土工指針なりに

従いまして30センチ以内に締め固めてやっ

ていったり、水の周りを暗渠排水といって

地下水がうまく流れていく、要は悪さする

のは水ですので、そういったものをうまく

施工時にやっておれば盛土でも問題ないの

かなということです。ただ当時、昭和40年

代から平成、頭にかけまして、それぞれの

開発業者さんが造成地作っておりますので、

一概にどこがよくてどこの会社が悪いとか

いうわけではないんですが、その施工の様

子も見てないので何とも言えませんけども、

豊能町にとってはどっちかいえば先ほど言

ったとおり地質の中では強いのかなという

ふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  さすがですね。何の通告もしてないのに

こんだけ答えてもらって、さすがですね。

ちょっと安心しました。最大震度７を観測

した今年１月の能登地震では、石川県で６

万8,000棟以上の家屋が被害を受け、１階部

分が押しつぶされた木造住宅が目立ち、県

が公表した犠牲者のうちの多くは家屋の倒

壊が死因だったと。震度６強を記録した珠

洲市正院町では木造家屋100棟を調査したと

ころ40棟が全壊で1981年から2000年に建築、

増改築されたとみられる家屋の被害が目立

ったといいます。今、科学者はこれを調査

してるらしいですね。それで今、大阪府も

考えている、国も考えているということで

すよね。だから変わっていくかもわからな

い。これは今新耐震でも耐震診断、耐震改

修、耐震工事の補助はいずれはできるかも

わからないということですよね。でも今地

震あったら怖いですよね。しかし、大阪府

４市では実施してますよね。ちょっとこれ

詳しく説明してください。３か月でちょっ

と変わってるかもわからん、内容が。堺市、

大阪市、寝屋川市、どこやったか。茨木市

は実施されています。これがちょっと間違

っていればちょっと訂正願います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  家屋の補助には大きく耐震診断の補助と

その後に行う耐震改修してその後の設計、

それから工事に係る補助ということで大き

く二つに分かれます。最初に大阪府内で行

われてる４市町がその新耐震基準で補助を

行っておりまして、まずその耐震診断の補

助を行っている４市町が大阪市、茨木市、

寝屋川市それから田尻町となっております。

それからその次、その耐震診断を受けてさ

らに進んだ耐震改修の設計と工事の補助を

行っておるのが、同じく大阪市と茨木市と

田尻町、この三つは耐震診断も耐震改修、

その後の工事の補助も両方行っておるとい

うとこです。この耐震改修の工事とかの部

分しか行っていないのは堺市だけというと

ころです。ですので大きく４市町あります

けども、ちょっと寝屋川市さんと堺市さん

がそれぞれの分野で補助しているところと

してないところがあるといったところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この耐震診断してるのは職員ですか。４

市の職員かそれとも委託しているのか。そ

して豊能町はなぜできないのか。お答えく
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ださい。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず大阪府内のそういう新耐震基準で補

助を行っている自治体さんの中で、大阪市、

堺市、茨木市、寝屋川市は特定行政庁とな

っておりまして、人口25万人以上の市には

建築主事の設置が義務付けられておるんで

すが、それに基づいて職員が配置されてい

るということですので、その４市について

は職員が配属されているというところです。

それから先ほどの答弁の中で田尻町が新た

に令和６年度から補助対象の見直しを始め

ておるというところで、ヒアリングではお

聞きしたんですが、その田尻町のほうに確

認したところ、本町では平成20年からこの

令和５年度末まででいきますとトータルで

60件ほど耐震診断の補助を行っております。

ただ田尻町に聞きますと、この間、実績は

１件もなかったということでゼロ件だった

ということもありまして、旧耐震が出てな

かったので新耐震まで広げて少しでも実績

を作るために増やしたといったような形で、

聞き取り調査をしたところそういった回答

をいただきました。仮にもし、田尻町に聞

きましたけども、新耐震の物件が出た場合

どうされるのかということについての回答

ですが、今まで出ていないので何とも言え

ないんですが、もし出てきた場合は建築士

協会さんなどに協力依頼するんではないか

というふうに考えておるといったところの

回答がありました。 

  以上です。 

○２番（才脇明美君） 

  豊能町は。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  失礼しました。豊能町につきましては、

その構造を確認できる職員が配置されてな

いっていうところがありますので、当然委

託等で行っていかないといけないと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  わかりました。物言うたらお金がかかる

ことばっかりですね。住民さんは怖いから

診断もしてるんですよね。そしてちょっと

でも補助してもうたら助かるって言ってる

住民さんがいるんですよね。前も言ったよ

うに、先出しておくから、後から国が面倒

見てくれるんやったらそれをまた面倒見て

くれへんやろかとか言うてはるんです。そ

ういうことはできないかもわからないです

けど、町長、どうお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほど来、担当部長のほうからるる申し

上げておりますとおりなんですけれども、

先行してといいますか、４市、大阪市、堺

市、茨木市、寝屋川市等については新耐震

基準についてもしているというような状況

でございまして、豊能町と何が違うかとい

うところで、それも今議員がおっしゃいま

したように構造確認ができる職員、技術職

員がいないというところが大きなところに

なっているんではないかなと私も思ってご

ざいます。今、構造確認をするためにはど

れぐらいの経費がかかるのかというような

ところも踏まえさせていただいて、国も府

もちょっと今回の能登半島地震、それから

その後に起こりました８月の８日の宮崎県
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の地震、これがひょっとしたら南海トラフ

地震にさわってるんちゃうかという、南海

トラフさわってるん違うかということで臨

時情報も出されたぐらいのことでございま

す。ですので、やはり国も府もそちらのほ

うに向かってるんではないかなと、新耐震

基準のほうにもと思っておりますし、それ

を待つのではなく町としても何らかの形で

新耐震基準についても豊能町なりに対応で

きないかということをちょっと前向きに検

討させていただけたらと思っておりますの

でよろしくお願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  絶対に生きていきたいので、その辺安心

でいつまでも住み続けられる町を目指して

いる豊能町ですので、その辺よろしくお願

いします。 

  次の質問です。公園です。坂田部長ばっ

かりですね。 

  中央公園のシンボルツリー枯れてるの知

ってはりますか。時間がないからそして４

本の桜の木、大きな木伐採してるからその

代償に４本植えてもうてますわね。寄贈者

はＣＳＰＦＣ、プレート貼ってましたわ。

それも枯れてるわ。４本のうち１本だけ多

分生き残ってると思う。私見てきたんです

けど、写真も撮ってきたけど。誰が管理し

てるんですか。あのシンボルツリー完全に

全滅ちゃいますか。いっぱい散水するとこ

ろがあるのにほったらかし。作ったらその

まんまですよね。認識してるかどうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  光風台中央公園の非常に弱っていたその

シンボルツリー、トウカエデでといいます

か、昨年の９月16日は紅葉した葉もつけて

おりまして、枯れ木ではなくて、弱っては

おったんですが、回復傾向にある木かなと

いうことで町としては判断しておりました。

その後、昨年の11月に兵庫県立大学の樹木

医さんにも来ていただきまして、結局同じ

御意見をいただいたいうことで、今後どう

いう形でもうちょっと元気になるかいうこ

とで、保全とか養生に関する手法などを助

言いただいて、それに基づいて肥料を与え

たりとか、あと周りを柵して植木鉢のよう

な形にして水とか肥料が外にこぼれないよ

うな形でさせていただいたのが昨年だった

ということです。今年に入りまして、結局

は全国各地で最高気温35度以上の猛暑日が

あったと。本町でもこの７月、８月にかけ

て真夏日でも五十数日あったと、猛暑日も

十数日あったということで、元々弱ってた

というところもあるのですけれども、その

暑い日で結局耐えられず枯れてしまったの

かなというふうには考えておるところです。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  公園で散歩してるおじいさんと話してた

ら、毎日散歩しにいってんねんと。この木

植えたときからおかしいでって言うてはり

ました。 

  遊具の点検は年１回の精密点検が義務付

けられてるって言われて教えてもらいまし

たね。去年から担当課長にときわ台のどこ

そこのこの公園の遊具大丈夫かとかいろい

ろな電話で話したら、その担当課長は行っ

て、こうこうこうです、こうこうこうです

って言われて、迅速に対応してもらってい

ます。豊能町の公園なんか42あります。そ

のうち希望ケ丘は９です。きれいに舗装さ

れているベンチや、砂場もふわふわなとこ
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ろもありました。先日ちょっと見に行った

んですけど吉川消防の公園ベンチもきれい

に塗り替えられたりしてました。遊具の馬

はぎーぎーぎーぎーやかましかったですわ。

物すごいやかましい。あれ近所迷惑という

か、消防署の人びっくりするぐらい、ちょ

っとびっくりしたなと思いました。新光風

台のポプラも行きました。42のうち12ぐら

い行ったんですけど、ちょっと聞いてくだ

さい。希望ケ丘の公園、今どんな状態か知

っておられないですよね。知ってたらあん

なんなれへんわ。鉄棒の３分の２、草生え

てる。中入れない。写真撮ってます、ちゃ

んと。私撮ってきました。希望ケ丘の人何

しとんって。ほったらかしって。こんだけ

雨降ったからばっと生えるのはわかります

よ。私、同時期に行ってるんですよ。新光

風台も光風台もときわ台もきれいやわ。そ

んな入られへんことはあれへん。フンが見

えますわ、シカのフン。拾いましたわ。ご

みもある。希望ケ丘の公園何にも見えない、

入れない。何が心配かって、あんなとこ、

何かこれ私ホームページで調べて、これで

しゃべるのいややねんけど言いますね。公

園を設置する目的は人々のレクリエーショ

ンの空間、良好な都市景観の形成、都市環

境の改善、都市の防災性の向上、生物多様

性の確保、豊かな地域づくりに資する交流

の空間の提供であるってホームページに書

いててんね。人々のレクリエーションの空

間、入れないですから。犬の散歩される人、

全部道路ですわ。入られへんもん。何人も

いてましたよ、犬の散歩の人。話しかけた

ら、大変ですね、入れませんよねって言っ

たら、そうですねって、マダニがつくわっ

て。そりゃそうやわなと思いました。これ

地震あったらどこに避難するんですか。取

りあえず。こんなとこよう入れへんわ思い

ました。何かもう悲しくて悲しくて希望ケ

丘の公園見たとき、希望ケ丘、車で通って

るだけで歩かなあかんなと思いました。草

ぼうぼうで入れない、子犬の散歩もできな

い、埋もれてしまうほどぼうぼうでした。

ベンチの間から草が生えて、ベンチの木の

間から草が生えて座れない。ジャングル公

園になっています。職員さんは手が回らな

かったら、アルバイトさん雇いはったらよ

ろしいやん。今そのアルバイトさん、私こ

こに書いてるのね、いつ誰がどこで何をし

てますねんと書いてるけど、ちゃんと回ら

へんのですわ。42もあったら。ベンチ200か

ら204基ぐらいあるんちゃいます。ちゃんと

計算したらそれぐらいありますわ。ポプラ

公園のジャングルジムもうはげてはげて、

そんなもん回れへん。しかし公園ってやっ

ぱり大事。希望ケ丘歩いて、荒んでしまい

ますわ。私は切畑ですから周りがもう公園

みたいなもんやから、鬱蒼とした。でも公

園ってそんなんじゃない。西地区の公園行

って、わあこれはひどいな、ひどいなと思

いながら写真撮って、希望ケ丘行って啞然

としたんですよ。この差は何と思ったんで

す。答弁をお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  まずちゃんときちんと維持管理できてな

かったことに対して申し訳ございません。

若干言い訳になるかもしれませんが、ちょ

っと答弁をさせていただきます。 

  今年度、公園のまず希望ケ丘の公園につ

きましては直営ではなくて業者のほうに委

託してる案件、公園になっております。今

年度実は西地区の１公園とその２と、それ

から東地区の公園いう形で三つに分けまし

て、毎年なんですが、除草業務のほうを出

しております。そのうち、今回、今年度全
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て５月に入札、開札しておるんですが、結

局普通に応札できて契約できたんが一つだ

けということで、東地区の公園については

不調でもう一度見直しをして、もう一回ち

ょっと契約をやり直したということで、約

１か月間ほどちょっと延びてしまったとい

う経緯がまずございます。それでやっとで

きたんが６月中旬ということで、毎年です

と５月に契約をして、５月すぐに１回目の

草刈りをして、それから次２回目が８月、

お盆ぐらいのところでやるということで、

西地区の公園の一部はちょうど８月に行か

れたんであれば草刈りされた後だったかも

しれませんが、希望ケ丘の公園については

先ほど申したとおり６月末に契約してそこ

から草刈り入っておりますので、もう１回

目は終わってます。ただこの間、梅雨それ

からこの間の雨とかでまた伸びてきまして

しまって結局５月、８月が６月それから次

９月になってしまっておりまして、その回

る業者も一つのチームが何チームか作って

回っているので、どうしてもちょっと手が

回らなかったいうことで結局９月に回るこ

とになっておるので、多分現地のほう確認

したときには８月だったと思うんですけど

も、まだちょっと草が生えてしまっている

という状況だったのかなということで、今

の話を聞いてちょっと思っているところで

す。すぐに速やかに入るようには手配して

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  維持管理よろしくお願いします。委託業

者とかそんなん言わんとアルバイト直接雇

ったら早いですやん。何ぼでもいてはりま

すやん、若い人。いやいや、草刈り。後で

話しますわ。 

  そして最後に交通です。交通について。 

  地域公共交通、これはどういう役割を果

たしていますか。そして何が言いたいかっ

ていったら、何であの、地公会議っていう

んですよね。ちょっと短縮させて言わせて

もらいますけど、地公会議のときに、こん

だけ、やいやいやいやい東地区の交通デマ

ンドタクシー、電話出えへん出えへんって

言ったのに何でそこで言ってくれないんで

すか。京都タクシー来てはったでしょう。

営業次長か何か知らないですけど。何でそ

こで言わないんですか。あれは何の会議で

すか。ただ報告、協議だけ。町の抱えてい

る課題を言えないんですか。時間がない。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  地域公共交通会議の役割でございますが、

大きく二つ法令で規定ございます。一つ目

は道路運送法に基づくものでございます。

二つ目としてはこれは地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律に基づく法定協議

会としての役割がございます。 

  一つ目の地域公共交通会議の制度は平成

18年の道路運送法の改正で制度化されたも

のでございます。これにより地域の公共交

通のニーズに対応し、運行を計画する段階

から地域住民や利用者を参画する新たな協

議組織として地域公共交通会議が規定され

ているものでございます。主な協議事項と

しては乗合旅客運送の形態あるいは路線の

定期、不定期の区域について、運賃料金に

関する事項、自家用郵送旅客運送の必要性、

交通事業者による運行の困難性あるいは利

用者から得る対価に関する事項などでござ

います。 

  二つ目の法定協議会の役割としましては
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これは地域公共交通の活性化及び再生のた

めの地域における主体的な取組や創意工夫

を総合的、一体的かつ効率的に推進するた

め、多様な交通網を対象として地域公共交

通の総合的な連携を図る計画を作成し、そ

の計画に上げた事業を実施することを目的

とした協議組織とされています。主な協議

事項としては地域公共交通計画の作成及び

実施に関する必要な事項あるいは道路運送

法の各種の特例などを協議する場として設

けられているものでございます。 

  先ほどデマンドタクシーの件につきまし

ては非常に、何度も御指摘をしていただい

ていると思いますが、大変申し訳ございま

せん。本来ならば予約があれば受けないと

いけないようなことだと思いますので、そ

こにつきましてはちょっとまた私、事業者

に事情を聞いて善処してまいりたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  もう怒り狂いたいぐらいやわ。何べんも

何べんも言わしてもうてるのに全く前に進

めない。受付の方がおられない、運転手さ

んが電話、運転してたら出られないってこ

とですよね。ちょっとそこに、またお金か

かるかもわからへんのですけど、やっぱり

受付、電話を出る人、それを配車する人、

その人が配車する、そういうふうなちょっ

とシステムにしてほしいなと思います。 

  そしてごめんなさい、次いきます。 

  また続きばっかりなんですけど、集団健

診ですね。希望ケ丘で集団健診がありまし

た。そして人数は中央公民館のときと変わ

ってないということです。私が聞きたいの

は、旧村の人が、希望ケ丘以外の人が希望

ケ丘の集会場に行くにはどうしたら、どう

して行くんですかと聞いてるんです。お答

えください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  ちょっと時間の関係もございますので前

回の議会について議員のほうから御指摘を

受けました人数については、今おっしゃっ

たとおりでございます。今回はもう少し詳

細に調べました。希望ケ丘にお住まいの方

とそれ以外の方がどうだったかということ

をお調べしましたところ、これもほぼ横ば

いだということ、若干パーセントは持って

るんですけど、今回ちょっと割愛させてい

ただきますが、数字的には変わらなかった

ということでございます。現在健診を受け

ていただいてる方には何らかの手段でお越

しいただいてるということは推測するんで

すけれども、今後も健診の日程が合わない

でありますとか、場所的な問題で希望ケ丘

まで行けない場合につきましては、個別健

診といたしまして国保診療所、私ども国保

診療所でも実施しておりますので、それを

活用いただければなというふうに考えてご

ざいます。なお、これにつきましては集団

健診、個別健診ともに受診料については無

料でございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  小森部長論点変えてもうたら困るわ。私

は交通の話ししてんだよね。ここが行かれ

へんかったらここ行ってくれという話はし

てない。交通の話をしてるんです。それや

ったらもう何々についてっていう話になり

ます。そして、中央公民館で階段が云々で

行けへんかった、行かれへんからバリアフ
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リーの希望ケ丘の集会所。階段のぼられへ

んとか反対にまたどうやっていくのかとい

うことを、またちょっと問いたかっただけ

です。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えします。 

  若干答弁が漏れたようで申し訳ございま

せんでした。私どもも皆さんの健康な生活

を維持していただくために、時々におきま

して健診を受けていただくということを推

奨してございます。年齢問わずいろいろな

方がいらっしゃいますので皆さんが受けれ

るように考えていきたいと思いますが、こ

れ今までも集団健診、個別健診と実施して

まいりました。傾向から申し上げますと、

最近個別健診のほうが若干多くなっている

傾向がございます。先ほども申し上げまし

たとおり、個別健診につきましては皆さん

お住まいのところはいろいろあると思うん

ですけど比較的近いところで受診できる可

能性もありますので、今後集団、個別の在

り方については検討していきたいとこのよ

うに思ってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、才脇明美議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。 

  再開は午後２時といたします。 

（午後１時50分 休憩） 

（午後２時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  皆さんこんにちは。 

  今日の午後最後の一般質問でございます。

お疲れかと思いますがどうぞよろしくお願

いいたします。議長より御指名いただきま

したので、一般質問をさせていただきます。

前議員さんが質問されたのと重なる部分も

中にはありますけれども、どうぞ丁寧な御

答弁をよろしくお願いいたします。 

  では町政についてお聞きいたします。 

  今年１月の能登半島地震を教訓に、災害

対策見直し拡充が広がっています。新たに

南海トラフ地震の報道が大きく取り沙汰さ

れておりますが、町の取組はどうでしょう

か、お聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  令和６年８月８日木曜日16時43分頃に宮

崎県日向灘を震源とする最大震度６弱の地

震が発生したことを踏まえ、同日19時15分

頃だと思いますが、気象庁では大規模地震

の発生可能性が平常時と比べて相対的に高

まっているとして、南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震注意）ということで発表いた

しました。町の対応として、まずは住民に

対しては個々の状況に応じて防災対応を準

備開始し、今後の情報に注意していただく

必要があることから、同日夜に町ホームペ

ージにおいて地震への備えの再確認を周知

したところでございます。また８月９日に

は第２号として、より詳細な防災対応情報

を町のホームページに掲載し呼びかけを行

いました。 

  内部の体制につきましては８月８日の19

時30分に情報収集体制を立ち上げ、国、府

との連携を強化しながら情報収集に努め、
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８月９日には主催する市町村の会議にも参

加し、対応について確認をしたところです。

具体的にはマニュアル等の確認、連絡体制

の確認、避難所運営に必要な資機材等の確

認、物資の輸送手段の確認等を、府と連携

しながら実施したところです。また８月９

日早朝より臨時の政策会議を開き、職員に

対して連休中の災害初動に備えて動向が即

把握できるよう連絡体制をとること、各所

属の日常業務についても、南海トラフ地震

が起きたらどのような対応をすべきか想定

をしておくこと、災害初動マニュアル及び

避難所開設の手引きを改めて確認しておく

ことなどの事項を周知徹底をしたところで

す。 

  ８月15日には南海トラフ地震臨時情報に

伴う特別な呼びかけは終了いたしましたが、

南海トラフ地震が起きる可能性がなくなっ

たりするわけではございませんので、今後

も引き続き地震発生に注意しながら情報収

集、関係機関との連絡体制を確認を行い、

地震が発生した際に速やかに対応できるよ

うにしていきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  いろいろと対応していただいてるいうこ

とは安心しました。いつ起こるかわからな

いという地震ですので、豊能町は津波は来

ないと思いますけれども山津波というのも

あるわけで、その点のところをしっかりと

予防していくことも大事ですし、また必要

ならば防災無線で、やはり言っていただく

いうことも大事かと思いますけども、その

点も計画に入れておられるのかどうかちょ

っと確認したいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えをいたします。 

  防災無線につきましても、緊急に住民等

に周知しないといけないような状況になれ

ば当然のごとく防災無線で住民の周知は図

っていくこととしておりますので、そのよ

うに対応していきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  住民の安全を守れる体制をぜひ今後も続

けていっていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

  次にいきます。 

  公共交通はまちづくりの土台であります。

６月議会の御答弁もいただいておりますが、

それ以降の対応策っていうのはどのように

なっているのかお聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  まず一つはＡＩオンデマンドの今後の運

行についてでございますが、先ほどからも

答弁しておりますように、過去２回の実証

運行における利用状況を踏まえ、運賃や運

行時間なども含めた検討を関係機関、事業

者などと協議をし、調整を図りながら、利

用のニーズに合わせた運行に向けて、路線

バス、デマンドタクシーなどの現在の交通

網も含めた最適な交通網を検討し運行して

いくように検討を行っております。またこ

うした取組の一環として本年３月に阪急バ

スの運行ダイヤの改編に伴い、北大阪ネオ

ポリス線豊能町東地区の発着便が昼間の毎

時運行時間から２時間に１便となったため、

補完的なデマンドタクシー路線として新た

に東地区シャトルデマンドタクシーを６月
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の豊能町地域公共交通会議におきまして協

議を整えたところでございます。これは中

止々呂美を経由するバスに接続する形で10

時台から15時台で福田、希望ケ丘、木代、

川尻、中止々呂美間を３往復、往復６便運

行するもので、地域の移動確保のために追

加するものでございます。運賃は大人400円、

子ども200円。現在運輸支局へ手続中でござ

いますが承認されましたら10月１日から運

行する予定でございます。その後の動きと

してはそのようなところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  動きはあったということでございますが、

それでも心配なことがあります。デマンド

タクシーは１時間の予約が必要です。１時

間前に予約が必要なんですけれども、先日

聞きました現在の状況では予約待ちが長く

て、利用したくても利便性が伴わない状況

になっております。高齢社会における地域

公共交通政策は安全で安心、気軽に移動で

きる地域社会を目指す理念と交通権が保障

されるまちを目指してほしいと思っており

ますが、ＡＩオンデマンド交通の本格的運

用の時期っていうのはいつ頃になるんでし

ょうか。東西これ併せてお願いしたいと思

いますが。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ＡＩオンデマンドの運行でございますが、

先ほども申しましたが、現在過去２回の実

証運行を踏まえて現在検討しております。

これは事業者との協議調整もちょっと時間

を要している状況でございます。御要望の

とおり東西で運行できるのかどうかという

ところも、今後の地域公共交通の運行形態

も踏まえながら事業者と協議を重ねていき

たいと思っておりますが、現在事業者のほ

うはいろいろ意見交換をしますと、やはり

運転手が非常に不足しているという状況は

聞き及んでおりますので、その辺も協議を

しながら運行の検討をしていきたいと思っ

ております。なかなかその辺の事業者の運

転手の配置も踏まえますとなかなか東西と

もに運行できるかどうかも踏まえまして今

後ちょっと協議を重ねていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  事業者とそれからＡＩオンデマンド交通

のほうとの兼ね合いっていうのが大変難し

いのかなというふうに思うんですけれども、

単なる運転手不足ということだけなのでし

ょうか。お聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  運転手不足というのは先ほど申し上げま

したけど、そのほかにも利用者の利用状況、

これでありますとか費用面、当然豊能町を

走る路線は全て赤字というのも事業者から

聞いておりますので、その辺のことも踏ま

えましてその費用面あるいは利用者の利用

状況、大きい要因としてやっぱり運転手、

補助をされても運転手がなかなか確保でき

ないということも聞いておりますので、そ

の辺も今後の検討する上で大きな課題とい

うふうに認識しておる次第でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 
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○11番（高尾靖子君） 

  本格的な運行というのは今年度中になっ

てしまうのか。どの程度と考えたらいいの

でしょうか。お聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  運行時期の御質問だと思いますが、今は

今年度スマートシティ事業のＫＰＩの件も

ございますので、年度内に運行を目指して

検討を重ねていきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  料金についてはまだ、話合いによって決

まるものと思いますけども、300円だったん

ですけれどもね、ＡＩオンデマンド交通は。

乗る方が本当にがくっと減ったいうことで

すので、それをやはり反省していただいて、

やはり身近に利用できる料金でまとめてい

っていただけるようにお願いしていただき

たいと思います。その料金のほうはまだ話

は進んでないですよね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  料金のほうはまだ検討できておりません。

ただ、考え方としましてやはり既存の路線

バスの運賃、あるいはタクシー会社のタク

シーの料金、運賃等も考慮した上で利用運

賃の設定はしていきたいと、こういうこと

も配慮しながら設定は必要かなと思ってお

りますので、安ければ確かに多くの利用は

望めると思いますが、ほかの交通事業者等

の影響もございますので、その辺も配慮し

ながら設定していければと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  高齢化社会ですので、自動車運転免許も

返納した方も多くおられますのでね。その

点、安全で安心して利用できる交通網ぜひ

とも早く実現していただきたいと思います。 

  次にいきます。 

  光風台４丁目、大和団地への道路開通の

進捗状況についてお聞きいたします。お願

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問の光風台４丁目から川西市大

和東５丁目の間の広域道路につきましては、

コロナ禍を除きこれまで年に一度は川西市

さんと情報共有協議のほうを行ってきてお

ります。そういった中、用地買収に係る土

地所有者とも交渉を行ってきておりまして、

昨年度予算をお認めいただきまして、令和

５年の12月４日に広域道路に係る土地の売

買契約を行いまして、年内には所有権の移

転のほうも完了しております。この用地の

取得した旨については川西市さんのほうに

は、電話でありますが土木部長のほうには

私のほうからお伝えさせていただきまして、

今年度入りまして４月の24日に川西市さん

のほうとこの用地取得の報告も踏まえて一

度協議のほうを行っております。川西市さ

んのほうではこの広域道路に関する土地は

もう既に所有されておりますので、条件的

には豊能町も川西市とやっと同じ土台に乗

ったのかなということで考えているところ

です。それを踏まえまして、今後広域道路

に関する事業化を進めていっていただける



 

 2－48 

のかどうかの意思確認のほうを川西市さん

のほうに意向調査の確認のほうを行ったと

ころです。４月24日については、まず、市

長のお考えもあるのでちょっと時間くださ

いということで改めてお電話でいただきま

して、まずはその広域道路に最終川西市さ

んのほうでは都市計画道路の市道見野線と

いうものにつながっておるというところで

して、今現在、数年前からそこの拡幅事業

をずっと進めておりまして、まずはそれを

完了させたいという意向があったというこ

とです。今後川西市さんと豊能町のほうで

確認したのは、この広域道路に関する要望

は平成30年度に両自治会さんからいただい

ておりまして、まずは連絡通路、それから

広域道路という形で協議を進めておるんで

すが、この間６年間経過したということで、

両市町とも９月議会終了してから、まずは

川西市さんは川西市大和自治会、豊能町は

光風台自治会のほうにこれまでの経緯を含

めて報告し、自治会さんあと近隣の住民さ

んの意向をもう一度再確認していこうとい

うことで合意しております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  今のお話を聞いておりますと開通の見込

みはあるというふうに考えてよろしいんで

すよね。救急車なりいろいろな面で通行が

できるようにいう要望もよく聞いておりま

して、今まではこじれてた話だったと思う

んですね。近隣の、あの狭いところをよう

け自動車通られるのいやだというようなこ

ともありましたけれども、その辺話合いに

よってだんだんと緩和されていったのかな

と思いますけれども、見守りたいと思いま

す。その辺はぜひとも皆さんの願いもかな

えるような方向ができたらなと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

  次にいきます。 

  スマートシティ事業の件ですが、この問

題を巡り解決がなかなかなされていかない

という状況で、監査委員の勧告を拒否され

たもとで町の意図がどこにあるのか、どう

して拒否されたのかいうのがわからない。

そういうところでの説明が要るのではない

かなと思うんですが、ここで町長述べてい

ただけるようなことでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  ちょっと私のほうから答弁させていただ

きます。 

  御質問の件につきましては、３月26日付

で住民監査請求に基づく監査結果に対して

勧告がございました。それに対して我々が

必要な措置を講じたということで６月25日

付けで監査委員のほうに通知を差し上げた

ところでございます。勧告では概算払３億

1,200万円のうち１億1,200万円の支出命令

を財務会計上違法な行為であると認定し、

１億1,200万円の違法な支出命令のうち町に

は一般財源から支出した3,903万6,200円の

限度で損害が発生しているとして塩川前町

長に対してその損害を賠償するよう求める

と、こういった内容の勧告がございました。

しかしながら町といたしましてその勧告の

内容をいろいろ検討、精査させていただき

ましたところ、監査結果で指摘されている

財務会計上の違法行為の認定について、や

はりちょっと疑義があると。またこの間、

町に勧告で指摘されておりますような損害

が発生しているといったことも考えづらい

と、こういったことがございまして、勧告

の内容に沿った措置は講じなかったという

ことでございます。町におきましてはこれ
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まで寄附金が企業からの申出どおりに入金

されていないこと、これに根本的な問題が

あるというふうに考えておりまして、寄附

の申出者である株式会社ＯＺ１に対し入金

を求めますとともに、塩川前町長の果たす

べき責任についても検討してきたところで

ございます。こうしたことを踏まえまして、

今回町としては町の判断といたしまして必

要な措置を講じたというところでございま

す。今後も町のほうで必要と認めた措置の

内容に沿って対応してまいりたいというふ

うに考えております。よろしくお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  いろいろとお考えになっておられると思

いますが、多くの住民の皆さんは前塩川町

長の進めた事業に不信感を抱きつつ、この

ままでは納得できないという状況にあって

住民訴訟が行われたということですね。住

民訴訟が行われていますけれども、町とし

て誠実に対応していっていただきたいと思

います。これはここで止めておきたいと思

いますけれども、デジタル田園都市国家構

想交付金の返還を求められるというような

ことが考えられるのかどうか、その点どう

でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  令和４年度に実施しましたスマートシテ

ィ推進事業につきましては、国のデジタル

田園都市国家構想推進交付金を活用し、デ

ジタルを活用した八つの事業の取組を行い

ました。またその後、予算の関係等でＫＰ

Ｉの計測ができていない事業につきまして

は、担当者レベルでございますが国への状

況報告を行っております。その後、国から

町に対して何らかの指示や対応を求められ

ている状況にはございません。現在のとこ

ろ国からの交付金の返還を求められている

状況にはございませんので、今のところそ

ういう状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  これはもうこれからまた進められていく

お話ですので、ここで止めておきます。 

  次にいきます。 

  ８月９日に豊能町跡地利用活用検討委員

会が開催されました。期待がふくらむ活発

な御意見が出ていました。光風台小学校、

東ときわ台小学校、吉川小学校、この件で

すが、公共施設再編計画についてアンケー

ト、ワークショップの公開の時期っていう

のはいつ頃になるのでしょうか。お聞きい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  公共施設再編の基本計画策定のためのア

ンケート、ワークショップの公開はどのよ

うになっているのかということですけれど

も、公共施設再編に関するアンケートにつ

きましては御承知のとおり５月中旬に締め

切り、集計も終わっているところでござい

ます。アンケート結果につきましては９月

末をめどに概要版を取りまとめ、ホームペ

ージや広報とよのに掲載し、その内容をお

伝えしてまいりたいと考えております。ワ

ークショップにつきましては東地区は６月

から、西地区は７月から開始しております。

それぞれ１回目を終了しておりまして、２

回目も間もなく開催をする予定をしており
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ます。ワークショップの進捗、意見交換の

内容につきましても区切りごとにお伝えを

していきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  いいワークショップでのお話を公開して

いただくいう意味で町民の意見を反映した

公共施設が求められるわけですけれども、

そうしたことを実施していくというお考え

の気構えっていうのか、ございましたら教

えてください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  住民の皆さんの御意見を反映するという

ことを念頭に、アンケートそれからワーク

ショップを開催しているところでございま

す。行政として当然必要なものもあります

ので100％という、いけるかどうかというの

は別問題になってくるんですけれども、で

きる限り住民の皆さんの意見を反映し皆さ

んに親しまれる施設を作っていきたいとい

うふうに思っておるところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  よろしくお願いいたします。 

  次、暮らしと福祉の問題について質問さ

せていただきます。 

  先ほど吉田議員も午前中ありましたが、

新型コロナウイルス感染症５類移行の以降

も流行が続いています。インフルエンザの

抗ウイルス薬と比較して治療薬が高額であ

り、自己負担が大きいと悲鳴が上がってい

ます。経済的支援を求めるいうことが皆さ

んから求められているんですけれども、そ

うしたお考えは今後は考えられないのかど

うかをお聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員も触れていただきましたとお

り、午前中の吉田議員への回答でも受けさ

せていただきました。治療薬等に係る公費

負担につきましてはこの６年の３月31日を

もって終了してございまして、現在保険適

用に応じて医療費の７割から９割、これに

ついて保険から賄われております。また制

度によりまして、高額療養費の自己負担上

限額も適用されておりますので、御要望さ

れてますお尋ねの件につきましては、経済

的支援、これについては現在のところ考え

てございません。国により定められている

薬価が下がってくれば、本町といたしまし

てもより効果的に皆さんが活用していただ

けるというふうに我々としても期待すると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  豊能町は高齢者や基礎疾患のある人もお

られます。重症化させないためにもコロナ

ウイルスワクチンの接種、引き続き重要な

予防手段でありまして、経済的負担から接

種を諦めることのないように、減免対象に

するという、そういうお考えは、今、御答

弁されたんでないのかもしれませんけど、

それも考えられないかどうかお聞きしたい

と思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  ７月の議会におきまして、10月から開始

されますこの新型コロナワクチンのワクチ

ン接種の必要な予算をお認めいただきまし

た。この制度のスキームにつきましては、

先ほどちょっと触れていただいたんですけ

れども、自己負担を3,000円ということに設

定をしてございます。ただ、全員が3,000円

ということではございませんでして、非課

税世帯の方につきましては無料と、これは

前もって申請をいただくいただいた上でと

いうことになるんですけども、そういうス

キームで検討してございます。 

  この大体の割合なんですけれども、私ど

もこの予算を計上いたしますときに毎年行

っておりますインフルエンザのワクチン接

種、これをちょっと参考にさせていただい

てまして、全体の約25％の方につきまして

は非課税世帯ということで、申請により接

種費用、これ1,500円でございますけど、こ

れを無料にしているという実績でございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  この話、今から言うことは余談かもしれ

ませんけど、コロナ臨時交付金が自由に使

える交付金でありましたけれども、コロナ

の予防に充当できるものであったはずなの

ではないかと思うんですけれども、これは

答弁はなくてもいいんですけども、コロナ

交付金でデジタル田園都市国家の3,900万円

の補塡したのが戻ってくれば少しでもこう

いうことに使えるんじゃないかと思ったん

ですが、それはまた全くそういうのはあて

違いでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁できますか。 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  訴訟で3,900万円訴えられているお金が返

ってきたらこのワクチンに使えるかという

御質問でよろしいでしょうか。 

  これから訴訟が始まってまいりますので、

その訴訟の行方について今ここでどうこう

という答えは難しいところでございますが、

もし何かお金が返ってきたらっていうこと

であれば、我々そのお金の使い方というよ

りも、今のスマートシティ事業がどうなっ

たのかというところがまず整理していかな

あかんと思いますので、そこのところを精

査させていただいた上で、そのお金ってい

うのをどう扱っていくのかということにな

ってくるかなと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  全員にそういうことが住民のために使え

るような方向になるように頑張っていきた

いと思います。 

  次にいきます。 

  光風台中央公園の整備はゆきとどいた感

じがしません。幼児からお年寄りまで安

心・安全で利用できる憩いの場、あずまや

の設置、緑豊かな木陰を取り戻してほしい

と考えていますが、先ほど才脇議員からも

ありましたけれども、こうした取組はどう

でしょうか。御答弁いただけますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  光風台中央公園の中に上屋、日よけにつ

いては令和４年のデジタル田園都市国家推
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進事業で計３か所ほど整備しております。

一つは人工芝広場のところに１か所、あと

木陰広場で１か所、あともう一つはバス停

留所付近に１か所という形で設置しておる

ということです。その日よけにも大きさは

いろいろありますが、今回このデジ田で設

置したのは、一般的な公園に設置している

あずまやよりは二回りぐらい小さな、カー

ポートに立てるような日よけ、上屋になっ

ておるんですが、その、もし費用でしても

結局、物価高騰もありまして一基当たり今

は経費込みで大体200万円ぐらいはかかって

おるというところです。このため設置につ

いては財政的にはなかなかちょっと単独費

での設置は難しいかなと考えておりまして、

国の補助制度もしくは起債等を活用してい

く必要があるかなと考えております。近年、

このあずまやとかのそういった上屋単体等

で設置するような補助金というのは少なく

なっておりまして、どっちかといえば公園

の老朽化対策やあと新設整備といった基幹

事業、いわゆるハード的な事業、それから

その基幹事業と一緒になって効果を高める

ためのソフト的な事業、効果促進事業と呼

ばれていますが、そういったものを組み合

わせてやっていかないといけないというの

が今の現状の補助の流れのようです。事業

着手するには３から５年ぐらい整備計画を

作って、そしてデジ田でもやったような目

標設定、事務評価、そういったものもして

いくということで、かなり職員にかかる負

担も大きくなるのかなと考えております。 

  現在、町内に42の公園がありまして、令

和元年から武庫川女子大学とも例の公園の

在り方についてずっと検討していっておる

んですが、その中も踏まえまして公園にど

ういったものをしていこうかというのを検

討してからの作業かなと思っておりますが、

もしその補助を使うという形になれば、も

う来年度の補助事業の要望は終わっており

ますので、早くても令和８年度から着手か

なというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ちょっと気の長い話になって、もう子ど

もたちは成長し切ってしまいますし、少子

化でちょっと大変な状況になりますけれど

も、やはり諦めずにそれはやっていただき

たいなと思います。今後のやはり若い方が

住み続けられるまちづくりという意味では

大事なことなので。このデジタル交付金を

使ってこの公園、4,740万円も整備に使われ

て、そういう到底思えない公園になったん

ですよね。コンクリートにはひびが入った

ままで一部崩れたり、先ほどもありました

けれどもシンボル的ツリーも枯れてしまっ

ているという。それと根っこのほうの囲い

もちゃちな囲いで、いつ誰かが乗ったら枠

がぱっともう倒れて崩れそうな、そういう

ツリーの周りのことを考えれば、本当に情

けない話だなと思いました。今後そのシン

ボルツリーまた植え替えるようなことがあ

りましたら、光風台５丁目にはしっかりと

した、こういうツリーの周囲にベンチがで

きるような、こうしたものがあります。こ

れでも十分ベンチの役目して、皆さんが語

らいできるような、そういうものをぜひ設

置していただきたいと思います。お金ばっ

かりが何か使われてしまってるいうことで、

本当に何とも言えない気持ちでございます

が、その点ぜひ、昨日聞いた整備ができる

ように頑張って交付金が出るように、ぜひ

やっていただきたいと思います。気長に待

つより仕方ないのかなと思いますけれど。 

  この一つ、もう一度お伺いしておきたい

のは、メンテナンスの保証っていう契約い
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うのはこの事業にはなかったのか。コンパ

クトシティプラットフォーム協議会、この

点ではおわかりになりましたらそういうこ

とができる事業だったのか御答弁ができれ

ばお願いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  御質問はおそらくあの工事に係る瑕疵担

保をおっしゃってるのかなと思っておりま

す。一応契約上は工事であれば通常２年間

は瑕疵担保なりにかかるものがありますが、

例えばシンボルツリーにつきましては、あ

れ元々既存のものですので、それはちょっ

と対象外にはなってしまうというところで

す。対象となるのはデジ田を使って設置し

た人工芝広場とか、あそこで作ったオーバ

ルコースとか、そういったもの、あとワイ

ヤーとかそういったものが対象になるのか

なと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  光風台公園はなくしたものが大きいなと

いうふうに思う気持ちであります。これは

今後ともぜひともしっかりと整備していっ

ていただきたいと思います。 

  次にいきます。次は教育問題です。 

  大阪万博への子ども無料招待の懸念が広

がっています。安全を大前提とする校外学

習にすることに矛盾にはならないのか。関

係機関、府教委そして前回質問したときに

はこういう対策は今、聞いておりますとい

うことでしたけれども、その間、大阪府教

職員組合や新日本婦人の会の団体などが中

止を求める意見書やら要望が出されていま

す。このところの進捗はどないなっている

のかお聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  2025年に開催される大阪・関西万博は世

界中からたくさんの人や物が集まるイベン

トで、地球規模の様々な課題に取り組むた

めに世界各地から英知が集まる場所であり

ます。学習指導要領の特別活動としての要

件は十分に満たすものであり、子どもたち

にとっても貴重な体験ができる場であると

考えています。万博の開催に当たりバスの

確保や駐車場の問題など様々な課題がある

ことは認識しております。今年の７月に説

明会があり、その中では全ての課題が解決

したわけではないんですけれども、少しず

つ大阪府万博協会としても課題の解決に努

めていると認識しています。校外学習も含

めて具体的な教育内容については各学校の

判断によるものですが、今後教育課程の中

でどのように取り扱うかについて各学校の

自主性も尊重した上で協議していきたいと

考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  いろいろな問題がずっと出されておりま

して、下見などに団体の入場を取り消した

場合には、会期中１日券の価格7,500円に下

見の人数を乗じた金額を請求されるという

ような説明もあるんですね。避難計画もな

い状況です。子どもたちの社会見学は大変

大事なことですけれども、安全第一で進め

るべき会場がこうしたいろいろな問題を抱

えたまま進められていくいうことに懸念を

感じます。中止すべきではないかと思いま

すがその点は全くお考えにはなっていない

ということでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  もちろん安心・安全に万博に行けるとい

うことが大前提ではございます。説明会も

まだこれで終わったわけではなくて、まだ

これからも何らかの形で情報提供がいただ

けるものと認識しております。その上で学

校と協議した上で最終的に、万博に行くの

か行かないのかも含めまして決定をしたい

というふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  子どもたちの命、安全な対策、見守りが

できるような、そういう対応を完全に確認

した上でないと判断はしていただきたくな

いと思います。その点をきちっとやって進

めていっていただきたいと思います。 

  次に西地域、時間があまりないですし一

番最後にいきます。 

  東地区の義務教育学校について東能勢小

学校改修後まで２年間、小学校５年生から

中学３年生だけが弁当給食ということが余

儀なくされるんですけれども、この点の改

善策いうことは考えられないのでしょうか。

いかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  東地区の義務教育学校につきましては、

西地区も同様なんですが、令和８年４月か

ら東西で義務教育学校を開校し、東につい

ては令和８年４月には東能勢中学校校舎で

の開校の予定となっております。西地区の

義務教育学校では今の吉川中学校の校舎を

改修して自校給食という形で予定をしてお

ります。東能勢中学校の校舎での給食につ

きましても、当初、令和８年４月からにつ

きましては西地区の義務教育学校から給食

を配送する予定としております。配送には

一定の時間を要することから、給食調理の

業者と協議して、少しでも温かい状態で提

供できるようにて検討をしてまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  西地域と東地域での教育の関係から、温

かい給食が支給されるような、そういう方

向をぜひとも作っていっていただきたいと

思います。 

  そしてもう一点ですが、西地区の義務教

育学校の改修工事費は28億6,000万円、工事

の段階で費用の追加はないと考えてよいの

でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  西地区小中一貫校施設改修工事のその１

につきましては６月14日付でコーナン建設

株式会社と契約を締結し、現在工事を開始

しているところでございます。工事内容に

つきましては当初入札に使用しました実施

設計書に基づく工事となりますので現段階

では追加の費用は発生しないと考えており

ます。しかし工事を進めていく中で、例え

ば当初予定していなかった事案が生じたり

する場合については工事施工業者と協議し、

場合によっては増額する可能性がないとは

言えません。その場合は事前に議会のほう

に十分、内容について御説明をした上で補

正予算を提出し御検討いただくことになる

というふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 
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  体育館の工事予算についてはどうされる

のか、その点はいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  体育館の工事につきましては先ほど申し

上げました校舎の工事の契約を行った後、

今現在、残りの予算で体育館の工事の予算

につきまして手続を進めているところでご

ざいます。これから手続を開始し、契約の

段階ではまた議会の議決をいただく予定で

はございますが、校舎棟と同様に令和８年

４月の開校までには工事を完了させる予定

で進めております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  教育に遅れのないようにぜひともお願い

したいと思います。 

  またもう一点なんですけれども、給食は

格差のない温かい給食をしていただきたい。 

○議長（永並 啓君） 

  時間です。すみません。 

○11番（高尾靖子君） 

  わかりました。ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は明日９月４日午前９時30分より会

議、一般質問を行います。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時50分 
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本 日 の 会 議 に 付 さ れ た 事 件 は 次 の と お り で あ る 。  

一 般 質 問  
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